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○福井県特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準 

条例 規則 解釈通知 

○福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関

する条例 

 

目次 

 第一章 総則（第一条・第二条） 

 第二章 基本方針ならびに人員、設備および運営に関す

る基準（第三条―第三十二条） 

 第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針なら

びに設備および運営に関する基準（第三十三条

―第四十三条） 

 

 第四章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針なら

びに設備および運営に関する基準（第四十四条

―第四十九条） 

 第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基

本方針ならびに設備および運営に関する基準

（第五十条―第五十三条） 

 第六章 雑則（第五十四条） 

 附則 

 

第一章 総則 

 

 （趣旨） 

第一条 この条例は、老人福祉法（昭和三十八年法律第百

○福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準に関

する条例施行規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （趣旨） 

第一条 この規則は、福井県特別養護老人ホームの設備お

○福井県特別養護老人ホームの設備および運営に関する基

準について 

 

  老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１７条第

２項に規定される特別養護老人ホームの基準について

は、「福井県特別養護老人ホームの設備および運営の基準

に関する条例（平成２４年福井県条例第５９号）」（以下

「基準条例」という。）および「福井県特別養護老人ホー

ムの設備および運営の基準に関する条例施行規則（平成

２５年福井県規則第１１号）」（以下「基準規則」という。）

で定められ、平成２５年４月１日から施行されるところ

である。 

基準条例および基準規則で定める基準の趣旨および内

容は下記のとおりであるので、基準に反することのない

よう、その取扱いに十分留意されたい。 
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三十三号。以下「法」という。）第十七条第一項の規定に

基づき、特別養護老人ホームの設備および運営に関する

基準を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第二条 この条例において使用する用語は、法および老人

福祉法施行令（昭和三十八年政令第二百四十七号）にお

いて使用する用語の例による。 

 

第二章 基本方針ならびに人員、設備および運営に関する

基準 

 

 （基本方針） 

第三条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環

境の下で、社会福祉事業に関する熱意および能力を有す

る職員による適切な処遇を行うよう努めなければならな

い。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に

基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭

に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談および援

助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、

機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うことによ

り、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるようにすることを目指すものでなけれ

ばならない。 

よび運営の基準に関する条例（平成二十四年福井県条例

第五十九号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

第１ 一般的事項 

１ 基本方針 

(1) 基準条例第３条（基本方針）は、特別養護老人ホー

ムが入所者の福祉を図るために必要な方針について総

括的に規定したものである。 

  なお、同条第１項中の「健全な環境」とは、当該特

別養護老人ホームが、敷地の衛生および安全等につい

て定めた建築基準法（昭和２５年法律第２４１号）第

１９条、第４３条および建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３４８号）第１２８条の規定に定める要件を

満たすとともに、入所者の生活を健全に維持するため

に、ばい煙、騒音、振動等による影響、交通、水利の

便等を十分考慮して設置され、かつ、その設備が入所

者の身体的、精神的特性に適合していることをいうも
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３ 特別養護老人ホームは、入所者の意思および人格を尊

重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努め

なければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、

地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村

（特別区を含む。以下同じ。）、老人の福祉を増進するこ

とを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス

または福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の

防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を

行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措

置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 （構造設備の一般原則） 

第四条 特別養護老人ホームの配置、構造および設備は、

日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項お

よび防災について十分考慮されたものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のであり、「適切な処遇」とは、食事、健康管理、衛生

管理、生活相談等における役務の提供や設備の供与が

入所者の身体的、精神的特性を考慮して適切に行われ

ることをいうものである。 

 (2) 基準条例第３条第５項は、第３項の趣旨および高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律（平成１７年法律１２４号）に基づき、入所

者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置を講

ずるよう努めることを規定したものである。 

「必要な体制の整備」とは、具体的には、 

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 

イ 成年後見制度の利用支援 

ウ 苦情解決体制の整備 

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため

の研修の実施(研修方法や研修計画など) 

等を指すものである。 

 

２ 構造設備の一般原則 

基準条例第４条（構造設備の一般原則）は、特別養護

老人ホームの構造設備の一般原則について定めたもので

あり、特別養護老人ホームの配置、構造設備が本基準お

よび建築基準法等の関係諸規定に従うとともに日照、採

光、換気等について十分考慮されたものとし、もって入

所者の保健衛生および防災の万全を期すべきことを趣旨

とするものである。 
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 （設備の専用） 

第五条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護

老人ホームの用に供するものでなければならない。ただ

し、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （職員の資格要件） 

第六条 特別養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）

は、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第十九

条第一項各号のいずれかに該当する者もしくは社会福祉

事業に二年以上従事した者またはこれらと同等以上の能

力を有すると認められる者でなければならない。 

２ 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいず

れかに該当する者またはこれと同等以上の能力を有する

と認められる者でなければならない。 

３ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を

改善し、またはその減退を防止するための訓練を行う能

力を有すると認められる者でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 設備の専用 

基準条例第５条（設備の専用）は、特別養護老人ホー

ムに設けまたは備えられる設備が必要に応じ直ちに使用

できる状態でなければならないので、原則として、これ

らを当該特別養護老人ホームの専用とすべきこととした

ものであるが、同一敷地内に他の社会福祉施設が設置さ

れている場合等であって、当該特別養護老人ホームの効

果的な運営と入所者に対する適切な処遇が確保される場

合には、入所者が日常継続的に使用する設備以外の調理

室等の設備は、その一部についてただし書を適用して差

し支えないこととしたものである。 

 

４ 職員の資格要件 

(1) 基準条例第６条（職員の資格要件）第１項および第

２項は、施設長および生活相談員について、その有す

べき資格を定めたものであるが、このうち「同等以上

の能力を有すると認められる者」とは、社会福祉施設

等に勤務しまたは勤務したことのある者等であって、

その者の実績等から一般的に、施設長にあっては特別

養護老人ホームを適切に管理運営する能力を有すると

認められる者、生活相談員にあっては、入所者の生活

の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有

すると認められる者をいう。 

なお、介護職員、調理員等については、資格の定め
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 （職員の専従） 

第七条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護

老人ホームの職務に従事する者でなければならない。た

だし、規則で定める職員を除き、入所者の処遇に支障が

ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （専従が必要な職員） 

第二条 条例第七条ただし書の規則で定める職員は、次に

掲げる場合の介護職員および看護職員（条例第四十一条

第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）とす

る。 

一 特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホー

ムを除く。以下この条において同じ。）およびユニット

型特別養護老人ホームを併設する場合 

二 特別養護老人ホームおよびユニット型地域密着型特

別養護老人ホームを併設する場合 

三 地域密着型特別養護老人ホーム（ユニット型地域密

着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において

同じ。）およびユニット型特別養護老人ホームを併設す

る場合 

四 地域密着型特別養護老人ホームおよびユニット型地

はないが、これら職員についてもそれぞれの職務を遂

行する熱意と能力を有する者をもって充てること。 

(2) 同条第３項の「訓練を行う能力を有すると認められ

る者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師

の資格を有する者とする。ただし、入所者の日常生活

やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指

導については、当該施設の生活相談員または介護職員

が兼務して行っても差し支えない。 

 

５ 職員の専従 

基準条例第７条（職員の専従）は、職員の他の職業と

の兼業を禁止する趣旨のものではないが、入所者の処遇

の万全を期すために、特別養護老人ホームの職員は当該

施設の職務に専念すべきこととしたものである。したが

って、特別養護老人ホームは、職員の採用および事務分

掌を決定するに当たっては、この点に留意すること。 

なお、ただし書の規定は、直接入所者の処遇に当たる

生活相談員、介護職員および看護職員については、機能

訓練指導員および介護保険法（平成９年法律第１２３号）

に定める介護支援専門員ならびに併設される短期入所生

活介護事業における同職との兼務を除き、原則として適

用されず、また、その他の職員についても同一敷地内に

設置されている他の社会福祉施設等に兼ねて勤務する場

合等であって、兼務によっても入所者の処遇に支障をき
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 （運営規程） 

第八条 特別養護老人ホームは、施設の運営についての重

要事項であって規則で定めるものに関する規程を定めて

おかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

域密着型特別養護老人ホームを併設する場合 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第三条 条例第八条の規則で定める重要事項は、次に掲げ

る事項とする。 

一 施設の目的および運営の方針 

二 職員の職種、数および職務の内容 

三 入所定員 

四 入所者の処遇の内容および費用の額 

五 施設の利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 その他施設の運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たさない場合に限り適用される。 

 

 

 

６ 運営規程 

基準条例第８条（運営規程）は、特別養護老人ホーム

の事業の適正な運営および入所者に対する適切な処遇を

確保するため、基準規則第３条第１号から第７号までに

掲げる事項を内容とする規程を定めることを義務付けた

ものであるが、特に次の点に留意するものとする。 

(1) 入所定員（第３号） 

入所定員は、特別養護老人ホームの専用の居室のベ

ッド数（和室利用の場合は、当該居室の利用人員数）

と同数とすること。 

(2) 入所者の処遇の内容および費用の額（第４号） 

ア 入所者の処遇の内容は、日常生活を送る上での一

日当たりの日課やレクリエーションおよび年間行

事等を含めた処遇の内容を指すものである。 

イ 費用の額については、介護保険等の費用の内容の

ほか、日常生活等の上で入所者から支払いを受ける

費用の額を規定すること。 

(3) 施設の利用に当たっての留意事項（第５号） 

入所者が特別養護老人ホームを利用する際の、入所

者側が留意すべき事項（入所生活上のルール、設備の

利用上の留意事項等）を指すものである。 
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 （非常災害対策） 

第九条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関

する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

および連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知

しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期

的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非常災害対策（第６号） 

次項に定める非常災害に関する具体的な計画を指

すものである。 

(5) その他施設の運営に関する重要事項（第７号） 

当該入所者または他の入所者等の生命または身体

を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束

等を行う際の手続きについて定めておくことが望ま

しい。 

 

７ 非常災害対策 

(1) 基準条例第９条は、特別養護老人ホームは、非常災

害に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通

報および連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等そ

の対策の万全を期さなければならないこととしたもの

である。 

(2) 「消火設備その他の非常災害に際して必要な設備」

とは、消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他の

法令等に規定された設備を示しており、それらの設備

を確実に設置しなければならないものである。 

(3) 「関係機関への通報および連携体制の整備」とは、

火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報す

る体制をとるよう職員に周知徹底するとともに、日頃

から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に

消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求

めることとしたものである。 



【3 段表】特別養護老人ホーム.doc 8/84 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第十条 特別養護老人ホームは、設備、職員および会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する

規則で定める記録を整備し、その完結の日から二年間保

存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （整備等をすべき記録） 

第四条 条例第十条第二項の規則で定める記録は、次に掲

げるものとする。 

一 入所者の処遇に関する計画 

二 行った具体的な処遇の内容等の記録 

三 条例第十六条第五項に規定する身体的拘束等の態様

および時間、その際の入所者の心身の状況ならびに緊

急やむを得ない理由の記録 

四 条例第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 条例第三十二条第三項に規定する事故の状況および

事故に際して採った処置についての記録 

 

また「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法

施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第３条に規定

する消防計画（これに準ずる計画を含む。）および風

水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。こ

の場合、消防計画の策定およびこれに基づく消防業務

の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置

くこととされている特別養護老人ホームにあっては

その者に行わせるものとする。また、防火管理者を置

かなくてもよいこととされている特別養護老人ホー

ムにおいても、防火管理について責任者を定め、その

者に消防計画に準ずる計画の策定等の業務を行わせ

るものとする。 

 

８ 記録の整備 

基準条例第１０条（記録の整備）は、特別養護老人ホ

ームの日々の運営および財産ならびに入所者の処遇の状

況等に関する一切の事実を正確に記録し、常に当該特別

養護老人ホームの実情を的確に把握するため、少なくと

も次に掲げる記録を備えなければならないこととしたも

のである。 

(1) 運営に関する記録 

ア 事業日誌 

イ 沿革に関する記録 

ウ 職員の勤務状況、給与等に関する記録 

エ 条例、定款および施設運営に必要な諸規程 
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オ 重要な会議に関する記録 

カ 月間および年間の事業計画および事業実施状況

表 

キ 関係官署に対する報告書等の文書綴 

(2) 入所者に関する記録 

ア 入所者名簿 

イ 入所者台帳（入所者の生活歴、病歴、入所前の居

宅サービスの利用状況、処遇に関する事項その他必

要な事項を記録したもの） 

ウ 入所者の処遇に関する計画 

エ 処遇日誌 

オ 献立その他食事に関する記録 

カ 入所者の健康管理に関する記録 

キ 当該入所者または他の入所者等の生命または身

体を保護するため緊急やむを得ない場合に行った

身体的拘束等の態様および時間、その際の入所者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 

ク 行った処遇に関する入所者およびその家族から

の苦情の内容等の記録 

ケ 入所者の処遇により事故が発生した場合の事故

の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

(3) 会計経理に関する記録 

ア 収支予算および収支決算に関する書類 

イ 金銭の出納に関する記録 
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ウ 債権債務に関する記録 

エ 物品受払に関する記録 

オ 収入支出に関する記録 

カ 資産に関する記録 

キ 証拠書類綴 

(4) 基準条例第１０条第２項にいう「完結の日」とは、

以下のとおりとする。 

ア 基準規則第４条第１号の処遇計画については、当

該計画の満了の日 

イ 第２号の行った具体的な処遇の内容等の記録に

ついては、処遇を行った日 

ウ 第３号の身体的拘束等の態様および時間、その際

の入居者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由の記録については、処遇を行った日 

エ 第４号の苦情の内容等の記録については、当該記

録を作成した日 

オ 第５号の事故の状況および事故に際して採った

処置についての記録については、当該記録を作成し

た日 

９ 経理の原則 

特別養護老人ホームの運営に伴う収入および支出は、

経営主体である地方公共団体または社会福祉法人の予算

に必ず計上し、会計経理に当たっては、収支の状況を明

らかにすること。 
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 （設備） 

第十一条 特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活

のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物

（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第

九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でな

ければならない。ただし、規則で定める建物にあっては、

準耐火建築物（同条第九号の三に規定する準耐火建築物

をいう。以下同じ。）とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人

ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確

保されているものと認めたときは、耐火建築物または準

耐火建築物とすることを要しない。 

３ 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設

けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設

備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果

的な運営を期待することができる場合であって、入所者

の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一

部を設けないことができる。 

一 居室 

二 静養室（居室で静養することが一時的に困難な心身

の状況にある入所者を静養させることを目的とする設

備をいう。以下同じ。） 

 

 （設備の基準） 

第五条 条例第十一条第一項ただし書の規則で定める建物

は、二階建てまたは平屋建ての特別養護老人ホームの建

物であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。 

一 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所

（以下「居室等」という。）を二階および地階のいずれ

にも設けていないこと。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消

防長（消防本部を置かない市町にあっては、市町長。

以下同じ。）または消防署長と相談の上、条例第九

条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速

な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

ロ 条例第九条第二項に規定する訓練については、同

条第一項に規定する計画に従い、昼間および夜間に

おいて行うこと。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 

２ 条例第十一条第二項の規則で定める要件は、次の各号

のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

第２ 設備に関する事項 

１ 設備の基準（基準条例第１１条・基準規則第５条） 

(1) 特別養護老人ホームの建物は、入所者が身体的、精

神的に著しい障害を有する者であることに鑑み、入所

者の日常生活のために使用しない附属の建物を除き耐

火建築物としなければならない。ただし、入所者の日

常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室および

機能訓練室（以下「居室等」という。）を２階および地

下のいずれにも設けていない建物については、準耐火

建築物とすることができる。また、居室等を２階また

は地階に設ける場合であっても、基準規則第５条第１

項第２号に掲げる要件を満たし、火災に係る入所者の

安全性が確保されていると認められる場合には、準耐

火建築物とすることができる。 

(2) 基準条例第１１条第２項における「火災に係る入所

者の安全性が確保されている」と認めるときは、次の

点を考慮して判断するものとする。 

ア 基準規則第５条第２項各号の要件のうち、満たし

ていないものについても、一定の配慮措置が講じら

れていること。 

イ 日常におけるまたは火災時の火災に係る入所者

の安全性の確保が、入所者が身体的、精神的に障害

を有する者であることに鑑みてなされていること。 

ウ 管理者および防火管理者は、当該特別養護老人ホ

ームの建物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際
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三 食堂 

四 浴室 

五 洗面設備 

六 便所 

七 医務室 

八 調理室 

九 介護職員室 

十 看護職員室 

十一 機能訓練室 

十二 面談室 

十三 洗濯室または洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営

上必要な設備 

４ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、地域の実情

等を踏まえ、知事が必要と認める場合は、二人以上四人

以下とすることができる。 

５ 前項ただし書の場合においては、入所者のプライバシ

ーの確保に配慮しなければならない。 

６ 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの

設備の基準は、規則で定める。 

 

 

 

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

３ 条例第十一条第六項に規定する規則で定める基準は、

次のとおりとする。 

一 居室 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メー

トル以上とすること。 

ハ 寝台またはこれに代わる設備を備えること。 

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下また

は広間に直接面して設けること。 

ホ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接

外気に面して開放できるようにすること。 

ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設

備を備えること。 

ト ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。 

二 静養室 

の危険性を十分認識するとともに、職員等に対し

て、火気の取扱いその他火災予防に関する指導監

督、防災意識の高揚に努めること。 

エ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、

当該特別養護老人ホームの建物の燃焼性を十分に

勘案して行うこと。 

(3) 特別養護老人ホームの設備は、当該特別養護老人ホ

ームの運営上および入所者の処遇上当然設けなければ

ならないものであるが、同一敷地内に他の社会福祉施

設が設置されている場合等であって、当該施設の設備

を利用することにより特別養護老人ホームの効果的な

運営が図られ、かつ、入所者の処遇に支障がない場合

には、入所者が日常継続的に使用する設備以外の調理

室等の設備について、その一部を設けないことができ

る。なお、特別養護老人ホームが利用する他の施設の

当該設備については、本基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

(4) １の居室の定員は、１人とする。ただし、入所者の

経済状況、施設の整備状況その他の地域の実情等を踏

まえ、知事が必要と認める場合は、２人以上４人以下

とするとができる。 

(5) 居室定員を２人以上４人以下とする場合には、入所

者同士の視線が遮断されるように間仕切り等を設置す

るなど、プライバシーの確保に配慮しなければならな

い。この場合、各居住部分に室外の自然光が取り入れ
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イ 介護職員室または看護職員室に近接して設ける

こと。 

ロ イに定めるもののほか、前号イおよびハからトま

でに定めるところによること。 

三 浴室 

介護を必要とする者が入浴するのに適したものと

すること。 

四 洗面設備 

イ 居室のある階ごとに設けること。 

ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したもの

とすること。 

五 便所 

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

ロ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるととも

に、介護を必要とする者が使用するのに適したもの

とすること。 

六 医務室 

イ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の

五第二項に規定する診療所とすること。 

ロ 入所者を診療するために必要な医薬品および医

療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を

設けること。 

七 調理室 

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

八 介護職員室 

られるような工夫が必要である。 

(6) 便所等の面積または数の定めのない設備について

は、それぞれの設備のもつ機能を十分に発揮し得る適

当な広さまたは数を確保するよう配慮すること。 

(7) 特別養護老人ホームにおける廊下の幅は、入所者の

身体的、精神的特性および非常災害時における迅速な

避難、救出の確保を考慮して定められたものである。

なお、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等入

所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をい

う。 

(8) 特別養護老人ホームに設置する傾斜路は、入所者の

歩行および輸送車、車椅子等の昇降ならびに災害発生

時の避難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやか

にし、表面は、粗面またはすべりにくい材料で仕上げ

ること。 

(9) 医務室は、入院施設を有しない診療所として医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第７条第１項の規定に

基づく都道府県知事の許可を得ること。 

(10) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、

食器、食品等を清潔に保管する設備ならびに防虫およ

び防鼠の設備を設けること。 

(11) 汚物処理室は、他の設備と区分された一定のスペ

ースを有すれば足りるものである。ただし、換気およ

び衛生管理等に十分配慮すること。 

(12) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備および便槽を
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イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

ロ 必要な備品を備えること。 

九 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。

ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合にお

いて、当該食事の提供または機能訓練に支障がない

広さを確保することができるときは、同一の場所と

することができる。 

ロ 必要な備品を備えること。 

４ 居室、静養室、食堂、浴室および機能訓練室（以下「居

室、静養室等」という。）は、三階以上の階に設けてはな

らない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に

設けられる居室、静養室等については、この限りでない。 

一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別

避難階段を二以上（防災上有効な傾斜路を有する場合

または車いすもしくはストレッチャーで通行するため

に必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設ける避

難階段を有する場合は、一以上）有すること。 

二 三階以上の階にある居室、静養室等およびこれから

地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井の室内

に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の

壁または建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百

設ける場合には、居室、静養室、食堂および調理室か

ら相当の距離を隔てて設けること。 

(13) 居室、食堂および機能訓練室の面積に係る基準は、

すべて内法での測定によるものである。なお、居室等

の面積に関する測定方法については、「特別養護老人ホ

ームの設備および運営に関する基準の一部を改正する

省令」（平成１４年厚生労働省令第１０７号。以下「平

成１４年改正省令」という。）の施行の際、現に存する

居室等についてまで当てはめる趣旨ではない。 

(14) 廊下の幅は、内法によるものとし、手すりから測定

することとする。なお、廊下の幅に関する測定方法に

ついては、平成１４年改正省令の施行の際、現に存す

る廊下についてまで当てはめる趣旨ではない。 

(15) 経過措置（基準条例附則第２項、第３項、第８項、

基準規則第２項から第６項まで） 

設備の基準については、以下の経過措置等が設けら

れているので留意すること。 

ア 一の居室の定員に関する経過措置 

(ｱ) この基準条例の施行の際、現に存する特別養

護老人ホーム（基本的な設備が完成しているもの

を含み、同日の後に増築され、または全面的に改

築された部分を除く。）（平成１２年４月１日前か

ら引き続き存する特別養護老人ホームを除く。）

について第１１条第４項の規定を適用する場合

においては、同項中「１人とする。ただし、地域
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三十八号）第百十二条第一項に規定する特定防火設備

（以下「特定防火設備」という。）により防災上有効に

区画されていること。 

５ 前二項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの

設備の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 廊下の幅は、一・八メートル（中廊下にあっては、

二・七メートル）以上とすること。 

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

三 廊下および階段には、手すりを設けること。 

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以

上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設

ける場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の実情等を踏まえ、知事が必要と認める場合は、

２人以上４人以下とすることができる」とあるの

は「４人以下とする」とし、同条第５項の規定を

適用しない。(基準条例附則第８項) 

(ｲ) 平成１２年４月１日前から引き続き存する特

別養護老人ホームの建物（基本的な設備が完成し

ているものを含み、同日の後に増築され、または

全面的に改築された部分を除く。）については、

設備基準のうち一の居室の定員に関する基準「４

人以下」については、「原則として４人以下」と

する。（基準条例附則第２項） 

(ｳ) 平成１２年４月１日前から引き続き存する特

別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基

準等の一部を改正する省令附則第４条第２項（同

令第４条の規定による改正後の養護老人ホーム

および特別養護老人ホームの設備および運営に

関する基準第２０条の規定に係る部分に限る。）

の規定の適用を受けていたものについては、設備

基準のうち一の居室の定員に関する基準は「４人

以下」については、「８人以下」とする。（基準条

例附則第３項） 

イ 入所者１人当たりの居室の床面積に関する経過

措置 

平成１２年４月１日前から引き続き存する特別

養護老人ホームの建物（基本的な設備が完成してい
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るものを含み、同日の後に増築され、または全面的

に改築された部分を除く。）については、設備基準

のうち入所者１人当たりの居室の床面積に関する

基準「１０．６５平方メートル以上」については、

「収納設備等を除き、４．９５平方メートル以上」

とする。（基準規則附則第２項） 

ウ 入所者１人当たりの食堂および機能訓練室の面

積に関する経過措置 

平成１２年４月１日前から引き続き存する特別

養護老人ホームの建物（基本的な設備が完成してい

るものを含み、同日の後に増築され、または全面的

に改築された部分を除く。）については、設備基準

のうち食堂および機能訓練室の合計した面積「３平

方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上」の基

準については、当分の間適用しない。（基準規則附

則第３項） 

エ 病院の療養病床転換による食堂および機能訓練

室に関する基準の緩和 

一般病棟、療養病床もしくは老人性認知症疾患療

養病棟を有する病院の一般病床、療養病床もしくは

老人性認知症疾患療養病棟を平成３０年３月３１

日までの間に転換し、特別養護老人ホームを開設し

ようとする場合において、当該転換に係る食堂の面

積は、入所者１人当たり１平方メートル以上を有

し、機能訓練室の面積は、４０平方メートル以上あ
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ればよいこととする。ただし、食事の提供または機

能訓練を行う場合において、当該食事の提供または

機能訓練に支障がない広さを確保することができ

るときは、同一の場所とすることができるものとす

る。（基準規則附則第４項） 

オ 診療所の療養病床転換による食堂および機能訓

練室に関する基準の緩和 

一般病床または療養病床を有する診療所の一般

病床または療養病床を平成３０年３月３１日まで

の間に転換し、特別養護老人ホームを開設しようと

する場合において、当該転換に係る食堂および機能

訓練室については、次の基準のいずれかに適合する

ものであればよいこととする。（基準規則附則第５

項） 

(ｱ) 食堂および機能訓練室の面積は、それぞれ必

要な広さを有するものとし、合計して入所者１人

当たり３平方メートル以上とすること。ただし、

食事の提供または機能訓練を行う場合において、

当該食事の提供または機能訓練に支障がない広

さを確保することができるときは、同一の場所と

することができる。 

(ｲ) 食堂の面積は、入所者１人当たり１平方メー

トル以上を有し、機能訓練室の面積は、４０平方

メートル以上を有すること。ただし、食事の提供

または機能訓練を行う場合において、当該食事の
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 （職員） 

第十二条 特別養護老人ホームには、次に掲げる職員を置

かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超え

ない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設

等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人

ホームの効果的な運営を期待することができる場合であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （職員の配置の基準） 

第六条 条例第十二条第二項に規定する規則で定める基準

は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める数であることとする。 

一 施設長 一 

二 医師 入所者に対し健康管理および療養上の指導を

提供または機能訓練に支障がない広さを確保す

ることができるときは、同一の場所とすることが

できる。 

カ 病院および診療所の療養病床転換による廊下幅

に関する基準の緩和 

一般病床、療養病床もしくは老人性認知症疾患療

養病棟を有する病院の一般病床、療養病床もしくは

老人性認知症疾患療養病棟または一般病床もしく

は療養病棟を有する診療所の一般病床もしくは療

養病棟を平成３０年３月３１日までの間に転換し、

特別養護老人ホームを開設しようとする場合にお

いて、当該転換に係る廊下の幅については、内法に

よる測定で、１．２メートル以上であればよいこと

とする。ただし、中廊下の幅は、内法による測定で、

１．６メートル以上であればよいこととする。なお、

廊下の幅は、壁から測定した幅でよいこととする。

（基準規則附則第６項） 

 

第３ 職員に関する事項 

１ 職員数 

(1) 職員については、適切な特別養護老人ホームの運営

が確保されるよう、基準条例第１２条に定めるところ

により、それぞれ必要な職員数を確保すること。 

(2) 同条第１項に定める「他の社会福祉施設等の栄養士

と連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効
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って、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養

士を置かないことができる。 

一 施設長 

二 医師 

三 生活相談員 

四 介護職員または看護師もしくは准看護師（以下「看

護職員」という。） 

五 栄養士 

六 機能訓練指導員 

七 調理員、事務員その他の職員 

２ 前項各号に掲げる職員の配置の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行うために必要な数 

三 生活相談員 入所者の数が百またはその端数を増す

ごとに一以上 

四 介護職員または看護職員 

イ 介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法

で、入所者の数が三またはその端数を増すごとに一

以上とすること。 

ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

⑴ 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホ

ームにあっては、常勤換算方法で、一以上 

⑵ 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特

別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、

二以上 

⑶ 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない

特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法

で、三以上 

⑷ 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホ

ームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者

の数が百三十を超えて五十またはその端数を増

すごとに一を加えて得た数以上 

五 栄養士 一以上 

六 機能訓練指導員 一以上 

七 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホ

ームの実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、

果的な運営を期待することができる場合であって、入

所者の処遇に支障がないときは、第５号の栄養士を置

かないことができる。」とは、隣接の他の社会福祉施設

や病院等の栄養士との兼務や地域の栄養指導員との連

携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている

場合である。 

(3) 用語の定義 

ア 「常勤換算方法」 

当該特別養護老人ホームの職員の勤務延時間数

を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が

勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が３

２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で

除することにより、当該特別養護老人ホームの職員

の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう

ものである。 

イ 「勤務延時間数」 

勤務表上、当該特別養護老人ホームの職務に従事

する時間として明確に位置付けられている時間の

合計数とする。なお、職員１人につき、勤務延時間

数に算入することができる時間数は、当該特別養護

老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき勤務

時間数を上限とする。 

ウ 「常勤」 

当該特別養護老人ホームにおける勤務時間が、当

該特別養護老人ホームにおいて定められている常
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新規設置または再開の場合は、推定数による。 

３ 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤

務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常

勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の

職員の数に換算する方法をいう。 

４ 第一項第一号の施設長および同項第三号の生活相談員

は、常勤の者でなければならない。 

５ 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の

者でなければならない。 

６ 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人

ホームの他の職務に従事することができる。 

７ 第一項第二号の医師および同項第七号の調理員、事務

員その他の職員の数は、サテライト型居住施設（当該施

設を設置しようとする者により設置される当該施設以外

の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設または病院も

しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有す

るもの（以下「本体施設」という。）と密接な連携を確保

しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型

特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の本体施設であ

る特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住

施設に医師または調理員、事務員その他の職員を置かな

い場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数お

よび当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を

基礎として算出しなければならない。 

 

勤の職員が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき

時間数が３２時間を下回る場合は３２時間を基本

とする。）に達していることをいうものである。当

該施設に併設される他の事業の職務であって、当該

施設の職務と同時並行的に行われることが差し支

えないと考えられるものについては、それぞれに係

る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時

間数に達していれば常勤の要件を満たすものであ

ることとする。例えば、特別養護老人ホームに老人

デイサービスセンターが併設されている場合、特別

養護老人ホームの施設長と老人デイサービスセン

ターの施設長を兼務している者は、その勤務時間の

合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満

たすこととなる。 

エ 「前年度の平均値」 

(ｱ) 基準規則第６条第２項における「前年度の平

均値」は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始

まり翌年３月３１日をもって終わる年度とする。

以下同じ。）の入所者延数を当該前年度の日数で

除して得た数とする。この算定に当たっては、小

数点第２位以下を切り上げるものとする。 

(ｲ) 新設（事業の再開の場合を含む。以下同じ。）

または増床分のベッドに関して、前年度において

１年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全

くない場合を含む。）の入所者数は、新設または
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 （サービス提供困難時の対応） 

第十三条 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療

を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベッド

数の９０％を入所者数とし、新設または増床の時

点から６月以上１年未満の間は、直近の６月にお

ける入所者延数を６月間の日数で除して得た数

とし、新設または増床の時点から１年以上経過し

ている場合は、直近１年間における入所者延数を

１年間の日数で除して得た数とする。 

(ｳ) 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あ

るときは、減床後の入所者延数を延日数で除して

得た数とする。 

(4) サテライト型居住施設には、医師または調理員、事

務員その他の職員（以下「医師等」という。）を置かな

いことができる場合があるが、その場合には、本体施

設の入所者とサテライト型居住施設の入所者の合計数

を基礎として本体施設に置くべき医師等の人員を算出

しなければならない。例えば、本体施設の入所者数を

８０名、サテライト型居住施設の入所者数を２９名と

すると、サテライト型居住施設に医師等を置かない場

合には、合計数である１０９名を基礎として本体施設

の医師等の人員を算出することとする。 

 

第４ 処遇に関する事項 
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宜を提供することが困難である場合は、適切な病院もし

くは診療所または介護老人保健施設を紹介する等の適切

な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 （入退所） 

第十四条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際

しては、その者に係る居宅介護支援（介護保険法（平成

九年法律第百二十三号）第八条第二十三項に規定する居

宅介護支援をいう。以下同じ。）を行う者に対する照会等

により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅

サービス等（同項に規定する指定居宅サービス等をい

う。）の利用状況等の把握に努めなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置

かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常

生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討

しなければならない。 

３ 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看

護職員等の職員の間で協議しなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれ

ている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むこ

とができると認められる入所者に対し、その者およびそ

の家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環

境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助

を行わなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 入退所 

(1) 基準条例第１４条第２項および第３項は、特別養護

老人ホームが要介護者のうち、入所して介護を受ける

ことが必要な者を対象としていることに鑑み、退所し

て居宅において日常生活を営むことができるかどうか

について定期的に検討しなければならないこととした

ものである。 

なお、上記の検討は、生活相談員、看護・介護職員、

介護支援専門員等により行うこと。 

(2) 同条第４項は、上記の検討の結果、居宅での生活が

可能と判断される入所者に対し、退所に際しての本人

または家族等に対する家族での介護方法等に関する適

切な指導、居宅介護支援事業者等に対する情報提供等

の必要な援助をすることを規定したものである。なお、

安易に施設側の理由により退所を促すことのないよう

留意する。 

また、退所が可能になった入所者の退所を円滑に行

うために、介護支援専門員および生活相談員が中心と

なって、退所後の主治の医師および介護支援専門員等

ならびに市町村と十分連携を図ること。 
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条例 規則 解釈通知 

宅サービス計画（介護保険法第八条第二十三項に規定す

る居宅サービス計画をいう。）の作成等の援助に資するた

め、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努める

ほか、その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 

 （入所者の処遇に関する計画） 

第十五条 特別養護老人ホームは、入所者について、その

心身の状況、その置かれている環境、その者およびその

家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の

処遇に関する計画を作成しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に

ついて、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直し

を行わなければならない。 

 

 

 

 

 （処遇の方針） 

第十六条 特別養護老人ホームは、入所者について、その

者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、

その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適

切に行わなければならない。 

２ 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 入所者の処遇に関する計画（基準条例第１５条） 

(1) 入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」とい

う。）の作成およびその実施に当たっては、いたずらに

これを入所者に強制することとならないように留意す

るものとする。 

(2) 当該処遇計画の内容には、当該施設の行事および日

課等も含むものである。 

(3) 当該処遇計画は、福井県指定介護老人福祉施設の人

員、設備および運営等の基準に関する条例（平成２４

年福井県条例第６２号）第１７条に定める「施設サー

ビス計画」と同様のもので差し支えない。 

 

３ 処遇の方針 

(1) 基準条例第１６条第３項で定める「処遇上必要な事

項」とは、処遇計画の目標および内容や行事および日

課等も含むものである。 

(2) 同条第４項および第５項は、当該入所者または他の

入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、
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条例 規則 解釈通知 

ければならない。 

３ 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっ

ては、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対し、

処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を

行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、

当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その

他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。 

５ 特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場

合には、その態様および時間、その際の入所者の心身の

状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

６ 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価

を行い、常にその改善を図らなければならない。 

 

 （介護） 

第十七条 介護は、入所者の自立の支援および日常生活の

充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切

な技術をもって行われなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方

法により、入所者を入浴させ、または清しきしなければ

ならない。 

３ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあ

っても、その態様および時間、その際の入所者の心身

の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならないこととしたものである。 

なお、基準条例第１０条第２項および基準規則第４

条第３号の規定に基づき、当該記録は、２年間保存し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 介護（基準条例第１７条） 

(1) 介護の提供に当たっては、入所者の人格に十分配慮

し、処遇計画の目標等を念頭において行うことが基本

であり、自立している機能の低下が起きないようにす

るとともに残存機能の維持向上が図られるよう適切な

技術をもって介護を提供し、または必要な支援を行う

ものとすること。 

(2) 入浴は、入所者の心身の状況や自立支援を踏まえ
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条例 規則 解釈通知 

況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について

必要な援助を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない

入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは、褥
じよく

瘡
そう

が発生しないよう適切な

介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を

整備しなければならない。 

６ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定

するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に

行わなければならない。 

７ 特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職

員を介護に従事させなければならない。 

８ 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担によ

り、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護

を受けさせてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、適切な方法により実施するものとする。 

なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を

行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施す

るなど入所者の清潔保持に努めるものとする。 

(3) 排せつの介護は、入所者の心身の状況や排せつ状況

などをもとに、自立支援の観点から、トイレ誘導や排

せつ介助等について適切な方法により実施するものと

する。 

(4) 入所者がおむつを使用せざるを得ない場合には、そ

の心身および活動の状況に適したおむつを提供すると

ともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいということ

ではなく、入所者の排せつ状況を踏まえて実施するも

のとする。 

(5) 「特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適

切な介護を行うとともに、その発生を予防するための

体制を整備しなければならない。」とは、施設において

褥瘡の予防のための体制を整備するとともに、介護職

員等が褥瘡に関する基礎的知識を有し、日常的なケア

において配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を

向上させることを想定している。例えば、次のような

ことが考えられる。 

ア 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活

自立度が低い入所者等）に対し、褥瘡予防のための

計画の作成、実践ならびに評価をする。 

イ 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を
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 （食事） 

第十八条 特別養護老人ホームは、栄養ならびに入所者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当する者（看護師が望ましい。）を決めておく。 

ウ 医師、看護職員、介護職員、栄養士等からなる褥

瘡対策チームを設置する。 

エ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備

する。 

オ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員

継続教育を実施する。 

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的

に活用することが望ましい。 

(6) 特別養護老人ホームは、入所者にとって生活の場で

あることから、通常の１日の生活の流れに沿って、離

床、着替え、整容など入所者の心身の状況に応じた日

常生活上の世話を適切に行うものとする。 

(7) 同条第７項の「常時１人以上の常勤の介護職員を介

護に従事させる」とは、夜間を含めて適切な介護を提

供できるように介護職員の勤務体制を定めておくとと

もに、２以上の介護職員の勤務体制を組む場合は、そ

れぞれの勤務体制において常時１人以上の常勤の介護

職員の配置を行わなければならないことを規定したも

のである。 

なお、介護の提供に当たっては、提供内容に応じて、

職員体制を適切に組むものとする。 

 

５ 食事（基準条例第１８条） 

食事の提供は、次の点に留意して行うものとする。 
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心身の状況および嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に

提供しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、

食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 食事の提供について 

入所者の心身の状況・嗜好に応じ、適切な栄養量お

よび内容とすること。 

また、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離

床して食堂で行われるよう努めなければならない。 

(2) 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うと

ともに、その実施状況を明らかにしておくこと。 

また、病弱者に対する献立については、必要に応じ、

医師の指導を受けること。 

(3) 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以

降とすることが望ましいが、早くても午後５時以降と

すること。 

(4) 食事の提供に関する業務の委託について 

食事の提供に関する業務は特別養護老人ホーム自

らが行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材

料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生

管理について施設自らが行う等、当該施設の施設長が

業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契

約内容により、食事サービスの質が確保される場合に

は、 当該施設の最終的責任の下で第三者に委託する

ことができる。 

(5) 居室関係部門と食事関係部門との連携について 

食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、
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 （相談および援助） 

第十九条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状

況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所

者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとと

もに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

 

 （社会生活上の便宜の提供等） 

第二十条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備え

るほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行

わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに

必要な行政機関等に対する手続について、その者または

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食欲など心身の状態等を当該入所者の食事に的確に

反映させるために、居室関係部門と食事関係部門との

連絡が十分とられていることが必要である。 

(6) 栄養食事相談 

入所者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要

がある。 

(7) 食事内容の検討について 

食事内容については、当該施設の医師または栄養士

（入所定員が４０人を超えない特別養護老人ホーム

であって、栄養士を配置していない施設においては連

携を図っている他の社会福祉施設等の栄養士）を含む

会議において検討が加えられなければならない。 

 

６ 相談および援助 

基準条例第１９条に定める相談および援助は、常時必

要な相談および援助を行い得る体制をとることにより、

積極的に入所者の生活の向上を図ることを趣旨とするも

のである。 

 

７ 社会生活上の便宜の提供等 

(1) 基準条例第２０条第１項は特別養護老人ホームが

画一的なサービスを提供するのではなく、入所者が自

らの趣味または嗜好に応じた活動を通じて充実した日

常生活を送ることができるよう努めることとしたもの

である。 
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その家族において行うことが困難である場合は、その者

の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を

図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確

保するよう努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保す

るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 同条第２項は、特別養護老人ホームは、郵便、証明

書等の交付申請等、入所者が必要とする手続等につい

て、入所者またはその家族が行うことが因難な場合は、

原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行し

なければならないこととするものである。特に金銭に

係るものについては書面等をもって事前に同意を得る

とともに、代行した後はその都度本人に確認を得るも

のとする。併せてこれらについては、その経過を記録

しておくこと。 

(3) 同条第３項は、特別養護老人ホームは、入所者の家

族に対し、当該施設の会報の送付、当該施設が実施す

る行事への参加の呼びかけ等によって入所者とその家

族が交流できる機会等を確保するよう努めなければな

らないこととするものである。また、入所者と家族の

面会の場所や時間等についても、入所者やその家族の

利便に配慮したものとするよう努めなければならな

い。 

(4) 同条第４項は、特別養護老人ホームは、入所者の生

活を当該施設内で完結させてしまうことのないよう、

入所者の希望や心身の状況を踏まえながら、買物や外

食、図書館や公民館等の公共施設の利用、地域の行事

への参加、友人宅の訪問、散歩など、入所者に多様な

外出の機会を確保するよう努めなければならないこと

とするものである。 
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条例 規則 解釈通知 

 （機能訓練） 

第二十一条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その

心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能

を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行わ

なければならない。 

 

 

 （健康管理） 

第二十二条 特別養護老人ホームの医師または看護職員

は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健

康保持のための適切な措置を採らなければならない。 

 

 

 

 

 （入所者の入院期間中の取扱い） 

第二十三条 特別養護老人ホームは、入所者について、病

院または診療所に入院する必要が生じた場合であって、

入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込

まれるときは、その者およびその家族の希望等を勘案し、

必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得

ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老

人ホームに円滑に入所することができるようにしなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 機能訓練 

基準条例第２１条に定める機能訓練は、機能訓練室に

おける機能訓練に限るものではなく、日常生活の中での

機能訓練やレクリエーション、行事の実施等を通じた機

能訓練を含むものであり、これらについても十分に配慮

しなければならない。 

 

９ 健康管理 

(1) 基準条例第２２条は、健康管理が、医師および看護

職員の業務であることを明確にしたものである。 

(2) 特別養護老人ホームは、入所者が身体的、精神的に

著しい障害を有する者であることに鑑み、常に健康の

状況に注意し、疾病の早期発見、予防等健康保持のた

めの適切な措置をとるよう努めること。 

 

10 入所者の入院期間中の取扱い 

(1) 基準条例第２３条に定める「退院することが明らか

に見込まれるとき」に該当するか否かは、入所者の入

院先の病院または診療所の当該主治医に確認するなど

の方法により判断すること。 

(2) 「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、入所者お

よびその家族の同意の上での入退院の手続きや、その

他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すもので

ある。 

(3) 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予
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 （施設長の責務） 

第二十四条 施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけ

ればならない。 

２ 施設長は、職員に第八条から第十条までおよび第十三

条から第三十二条までの規定を遵守させるために必要な

指揮命令を行うものとする。 

 

 （勤務体制の確保等） 

第二十五条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切

な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定の退院日に満床であることをもって該当するもので

はなく、例えば、入所者の退院が予定より早まるなど

の理由により、ベッドの確保が間に合わない場合等を

指すものである。施設側の都合は、基本的には該当し

ないことに留意すること。なお、上記の例示の場合で

あっても、再入所が可能なベッドの確保が出来るまで

の間、短期入所生活介護の利用を検討するなどにより、

入所者の生活に支障を来さないよう努める必要があ

る。 

(4) 入所者の入院期間中のベッドは、短期入所生活介護

事業等に利用しても差し支えないが、当該入所者が退

院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は計画

的なものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 勤務体制の確保等 

基準条例第２５条は、入所者に対する適切な処遇の提

供を確保するため、職員の勤務体制等について規定した

ものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 
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２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職

員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所

者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この

限りでない。 

３ 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上

のための研修の機会を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 同条第１項は、特別養護老人ホームごとに、原則と

して月ごとに勤務表（建物の構造等から、夜勤を含め

た介護の勤務体制を２以上で行い、その勤務体制ごと

勤務表を定めている場合は、その勤務表。）を作成し、

職員の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護職員

および看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明

確にすることを定めたものである。 

(2) 職員の勤務体制を定めるもののうち、介護職員の勤

務体制については、「社会福祉施設における防火安全対

策の強化について」により、３交代制を基本とするが、

入所者の処遇が確保される場合は、２交代制勤務もや

むを得ないものとすること。併せて、同通知に定める

宿直員を配置する。 

(3) 同条第２項は、特別養護老人ホームは、原則として、

当該施設の職員によって処遇を提供すべきであるが、

調理業務、洗濯等の入所者の処遇に直接影響を及ぼさ

ない業務については、第三者への委託等を行うことを

認めるものである。 

(4) 同条第３項は、当該特別養護老人ホームの職員の資

質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該

施設内の研修への参加の機会を計画的に確保すること

としたものであること。 

(5) 労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）

第５０条または地方公共団体の実施する方法に従っ

て、職員の健康診断を行うこと。 
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 （定員の遵守） 

第二十六条 特別養護老人ホームは、入所定員および居室

の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害そ

の他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

 

 （衛生管理等） 

第二十七条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食

器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的

な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずるととも

に、医薬品および医療機器の管理を適正に行わなければ

ならない。 

２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにお

いて感染症または食中毒が発生し、またはまん延しない

ように、規則で定める措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （衛生管理等） 

第七条 条例第二十七条第二項の規則で定める措置は、次

に掲げる措置とする。 

一 当該特別養護老人ホームにおける感染症および食中

毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する

委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底

を図ること。 

二 当該特別養護老人ホームにおける感染症および食中

毒の予防およびまん延の防止のための指針を整備する

こと。 

三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他

の職員に対し、感染症および食中毒の予防およびまん

延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四

十六号）第二十六条第二項第四号に規定する厚生労働

大臣が定める手順に沿った対応を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

12 衛生管理等 

(1) 基準条例第２７条第１項は、特別養護老人ホームの

必要最低限の衛生管理等を規定したものであるが、こ

のほか、次の点に留意するものとする。 

ア 調理および配膳に伴う衛生は、食品衛生法（昭和

２２年法律第２３３号）等関係法規に準じて行われ

なければならない。 

なお、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正

に行われなければならない。 

イ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）が適用され

ない小規模の水道についても、市営水道、専用水道

等の場合と同様、水質検査、塩素消毒法等衛生上必

要な措置を講ずること。 

ウ 常に施設内外を清潔に保つとともに、毎年１回以

上大掃除を行うこと。 

エ 食中毒および感染症の発生を防止するための措

置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を

求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

オ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染

症対策、レジオネラ症対策等については、その発生
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およびまん延を防止するための措置について、厚生

労働省より別途通知等が発出されているので、これ

に基づき、適切な措置を講じること。 

カ 定期的に、調理に従事する者の検便を行うこと。 

キ 空調設備等により施設内の適温の確保に努める

こと。 

(2) 基準条例第２７条第２項に規定する感染症または

食中毒が発生し、またはまん延しないように講ずるべ

き措置については、具体的には次のアからエまでの取

扱いとする。 

ア 感染症および食中毒の予防およびまん延の防止

のための対策を検討する委員会 

  当該施設における感染症および食中毒の予防お

よびまん延の防止のための対策を検討する委員会

（以下「感染対策委員会」という。）であり、幅広

い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、

看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員）により

構成する。構成メンバーの責務および役割分担を明

確にするとともに、 専任の感染対策を担当する者

（以下「感染対策担当者」という。）を決めておく

ことが必要である。感染対策委員会は、入所者の状

況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以

上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する

時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要が

ある。 
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なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内

の他の委員会と独立して設置・運営することが必要

であるが、基準規則第８条第３号に規定する事故発

生の防止のための委員会については、関係する職

種、取り扱う事項等が感染対策委員会と相互に関係

が深いと認められることから、これと一体的に設

置・運営することも差し支えない。感染対策担当者

は看護師であることが望ましい。 

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として

積極的に活用することが望ましい。 

イ 感染症および食中毒の予防およびまん延の防止

のための指針 

当該施設における「感染症および食中毒の予防お

よびまん延の防止のための指針」には、平常時の対

策および発生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境

の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等）、日

常のケアにかかる感染対策（標準的な予防策（例え

ば、 血液・体液・分泌液・排泄物（便）などに触

れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにす

るかなどの取り決め）、手洗いの基本、早期発見の

ための日常の観察項目）等、発生時の対応としては、

発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健

所、市町村における施設関係課等の関係機関との連

携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、
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発生時における施設内の連絡体制や上記の関係機

関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要

である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例について

は、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」

（ http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/

tp0628-1/index.html）を参照されたい。 

ウ 感染症および食中毒の予防およびまん延の防止

のための研修 

介護職員その他の職員に対する「感染症および食

中毒の予防およびまん延の防止のための研修」の内

容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普

及・啓発するとともに、当該施設における指針に基

づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行

うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当

該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、

定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、

新規採用時には必ず感染対策研修を実施すること

が重要である。また、調理や清掃などの業務を委託

する場合には、委託を受けて行う者に対しても、施

設の指針が周知されるようにする必要がある。 

また、研修の実施内容についても記録することが

必要である。研修の実施は、職員研修施設内での研

修で差し支えない。 
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 （協力病院等） 

第二十八条 特別養護老人ホームは、入院治療を必要とす

る入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておか

なければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機

関を定めておくよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （秘密保持等） 

第二十九条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た入所者またはその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含め

た健康状態を確認することが必要であるが、その結

果感染症や既往であっても、一定の場合を除き、サ

ービス提供を断る正当な理由には該当しないもの

である。こうした者が入所する場合には、感染対策

担当者は、介護職員その他の職員に対し、当該感染

症に関する知識、対応等について周知することが必

要である。 

 

13 協力病院等 

(1) 特別養護老人ホームは、入所者が身体的、精神的に

著しい障害を有するため入院治療等を必要とする場合

が極めて多いことに鑑み、これらの者に対する医療的

処遇を円滑に行うことができる１以上の協力病院をあ

らかじめ定めておくこと。併せて、入所者の口腔衛生

等の観点から協力歯科医療機関についても、 あらかじ

め定めることが望ましい。 

(2) 基準条例第２８条第１項の協力病院および第２項

の協力歯科医療機関は、特別養護老人ホームから近距

離にあることが望ましい。 

 

14 秘密保持等 

(1) 基準条例第２９条第１項は、特別養護老人ホームの

職員に、その業務上知り得た入所者またはその家族の

秘密の保持を義務付けたものである。 
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２ 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た入所者またはその家族の

秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 （苦情処理） 

第三十条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関す

る入所者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対

応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する

等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合

には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町

村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場

合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 同条第２項は、特別養護老人ホームに対して、過去

に当該特別養護老人ホームの職員であった者が、その

業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らす

ことがないよう必要な措置を取ることを義務付けたも

のであり、具体的には、特別養護老人ホームは、当該

特別養護老人ホームの職員が、職員でなくなった後に

おいてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員の雇用

時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置く

などの措置を講ずべきこととするものである。 

 

15 苦情処理 

(1) 基準条例第３０条第１項にいう「必要な措置」とは、

苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、

相談窓口、苦情処理の体制および手順等当該施設にお

ける苦情を処理するために講ずる措置の概要について

明らかにし、これを入所者またはその家族にサービス

の内容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲

示すること等である。 

(2) 同条第２項は、苦情に対し特別養護老人ホームが組

織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（特

別養護老人ホームの提供するサービスとは関係のない

ものを除く。）の受付日、内容等を記録することを義務

付けたものである。 

また、特別養護老人ホームは、苦情がサービスの質

の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立
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 （地域との連携等） 

第三十一条 特別養護老人ホームは、その運営に当たって

は、地域住民またはその自発的な活動等との連携および

協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その

提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、

市町村等が派遣する者が相談および援助を行う事業その

他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 （事故発生の防止および発生時の対応） 

第三十二条 特別養護老人ホームは、事故の発生またはそ

の再発を防止するため、規則で定める措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （事故発生の防止措置等） 

第八条 条例第三十二条第一項の規則で定める措置は、次

に掲げる措置とする。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の

方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整

ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向け

た取組みを自ら行うべきである。 

なお、基準条例第１０条第２項および基準規則第４

条第４号の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、２

年間保存しなければならない。 

 

16 地域との連携等 

(1) 基準条例第３１条第１項は、特別養護老人ホームが

地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住

民やボランティア団体等との連携および協力を行う等

の地域との交流を図らなければならないこととしたも

のである。 

(2) 同条第２項は、基準条例第３条第４項の趣旨に基づ

き、介護相談員を積極的に受け入れる等、市町村との

密接な連携に努めることを規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員

派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会そ

の他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含

まれるものである。 

 

17 事故発生の防止および発生時の対応（基準条例第３２

条） 

(1) 事故発生の防止のための指針（基準規則第８条第１

号） 

特別養護老人ホームが整備する「事故発生の防止の
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生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡

を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況および事故

に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備すること。 

二 事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある

事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析

を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制

を整備すること。 

三 事故発生の防止のための委員会および職員に対する

研修を定期的に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ための指針」には、次のような項目を盛り込むことと

する。 

ア 施設における介護事故の防止に関する基本的考

え方 

イ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の

組織に関する事項 

ウ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本

方針 

エ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らな

かったが介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤ

リ・ハット事例）および現状を放置しておくと介護

事故に結びつく可能性が高いもの（以下「介護事故

等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確

保を目的とした改善のための方策に関する基本方

針 

オ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

カ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本

方針 

キ その他介護事故等の発生の防止の推進のために

必要な基本方針 

(2) 事実の報告およびその分析を通じた改善策の職員

に対する周知徹底（第２号） 

特別養護老人ホームが、報告、改善のための方策を

定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施

設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるため
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のものであり、決して職員の懲罰を目的としたもので

はないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

ア 介護事故等について報告するための様式を整備

すること。 

イ 介護職員その他の職員は、介護事故等の発生ごと

にその状況、背景等を記録するとともに、アの様式

に従い、介護事故等について報告すること。 

ウ (3)の事故発生の防止のための委員会において、

イにより報告された事例を集計し、分析すること。 

エ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の

状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等を

とりまとめ、防止策を検討すること。 

オ 報告された事例および分析結果を職員に周知徹

底すること。 

カ 防止策を講じた後に、その効果について評価する

こと。 

(3) 事故発生の防止のための委員会（第３号） 

特別養護老人ホームにおける「事故発生の防止のた

めの検討委員会」（以下「事故防止検討委員会」とい

う。）は、介護事故発生の防止および再発防止のため

の対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、

施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職

員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責

務および役割分担を明確にするとともに、専任の安全
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対策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の

委員会と独立して設置・運営することが必要である

が、感染対策委員会については、関係する職種、取り

扱う事項等が事故防止検討委員会と相互に関係が深

いと認められることから、これと一体的に設置・運営

することも差し支えない。事故防止対策委員会の責任

者はケア全般の責任者であることが望ましい。 

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専

門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

(4) 事故発生の防止のための職員に対する研修（第３

号） 

介護職員その他の職員に対する事故発生の防止の

ための研修の内容としては、事故発生防止の基礎的内

容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該特

別養護老人ホームにおける指針に基づき、安全管理の

徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該

特別養護老人ホームが指針に基づいた研修プログラ

ムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催する

とともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修

を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必

要である。研修の実施は、職員研修施設内での研修で

差し支えない。 
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第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針ならび

に設備および運営に関する基準 

 

 （この章の趣旨） 

第三十三条 前章（第十二条を除く。）の規定にかかわらず、

ユニット型特別養護老人ホーム（施設の全部において少

数の居室および当該居室に近接して設けられる共同生活

室（当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営む

ための場所をいう。以下同じ。）により一体的に構成され

る場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常

生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）の基本方針ならびに設備お

よび運営に関する基準については、この章に定めるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 損害賠償（第４項） 

特別養護老人ホームは、賠償すべき事態となった場

合には、速やかに賠償しなければならない。そのため、

損害賠償保険に加入しておくかもしくは賠償資力を

有することが望ましい。 

 

第５ ユニット型特別養護老人ホーム 

 

 

１ 第３章の趣旨 

「ユニット型」の特別養護老人ホームは、居宅に近い

居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の

中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位と

を一致させたケアであるユニットケアを行うことに特徴

があり、これまで「居住福祉型」と称してきたものを、

その特徴をよりわかりやすく表す観点から改めたもので

ある。 

こうしたユニット型特別養護老人ホームのケアは、こ

れまでの特別養護老人ホームのケアと大きく異なること

から、その基本方針ならびに設備および運営に関する基

準については、第２章ではなく、第３章に定めるところ

によるものである。なお、人員に関する基準については、

基準条例第１２条に定めるところによるので、留意する

こと。 
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 （基本方針） 

第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一

人一人の意思および人格を尊重し、入居者へのサービス

の提供に関する計画に基づき、その居宅における生活へ

の復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入

居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各

ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自

律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結

び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増

進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療

サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施

する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 （運営規程） 

第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームは、施設の運

営についての重要事項であって規則で定めるものに関す

る規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型特別養護老人ホームの運営規程に定める事

項） 

第九条 条例第三十五条の規則で定める重要事項は、次に

掲げる事項とする。 

一 施設の目的および運営の方針 

二 職員の職種、数および職務の内容 

三 入居定員 

２ 基本方針 

(1) 基準条例第３４条（基本方針）は、ユニット型特別

養護老人ホームがユニットケアを行うものであること

を規定したものである。 

その具体的な内容に関しては、基準条例第３７条以

下に、サービスの取扱方針、介護、食事など、それぞ

れについて明らかにしている。 

(2) 第１の１の(2)はユニット型特別養護老人ホームに

ついて準用する。この場合において、第１の１の(2)

中「第３条第５項」とあるのは「第３４条第３項」と

「第３項」とあるのは「第１項」と読み替えるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

３ 運営規程（基準条例第３５条） 

(1) 入居者へのサービスの提供の内容および費用の額

（基準規則第９条第５号） 

ア 入居者へのサービスの提供の内容は、入居者が、

自らの生活様式や生活習慣に沿って自律的な日常

生活を営むことができるように、１日の生活の流れ

の中で行われる支援の内容を指すものであること。 
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 （設備） 

第三十六条 ユニット型特別養護老人ホームの建物（入居

者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定

める建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特

別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の

安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築

物または準耐火建築物とすることを要しない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げ

四 ユニットの数およびユニットごとの入居定員 

五 入居者へのサービスの提供の内容および費用の額 

六 施設の利用に当たっての留意事項 

七 非常災害対策 

八 その他施設の運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準） 

第十条 条例第三十六条第一項ただし書の規則で定める建

物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型特別養護老

人ホームの建物であって、次のいずれかの要件を満たす

ものとする。 

一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていない

こと。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を

管轄する消防長または消防署長と相談の上、条例第

四十三条において準用する条例第九条第一項に規

イ 費用の額については、介護保険等の費用の内容の

ほか、ユニットの提供を行うことに伴い必要となる

費用、日常生活等の上で入居者から支払いを受ける

費用の額を規定するものであること。 

(2) 第１の６の(1)および(3)から(5)までは、ユニット

型特別養護老人ホームについて準用する。この場合に

おいて、第１の６中「第８条」とあるのは 「第３５条」

と、「基準規則第３条第１号から第７号まで」とあるの

は「基準規則第９条条第１号から第８号まで」と、同

(3)中「第５号」とあるのは「第６号」と、同(4)中「第

６号」とあるのは「第７号」と、同(5)中「第７号」と

あるのは「第８号」と読み替えるものとする。 

 

４ 設備の基準（基準条例第３６条） 

(1) ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生

活を保障する居室（使い慣れた家具等を持ち込むこと

のできる個室）と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生

活できる共同生活室（居宅での居間に相当する部屋）

が不可欠であることから、ユニット型特別養護老人ホ

ームは、施設全体を、こうした居室と共同生活室 によ

って一体的に構成される場所（ユニット）を単位とし

て構成し、運営しなければならない。 

(2) 基準条例第３６条第３項第１号に掲げている「ユニ

ット」は、居室および共同生活室のほか、洗面設備お

よび便所を含むものである。 
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る設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉

施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別

養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる

場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がない

ときは、次の各号（第一号を除く。）に掲げる設備の一部

を設けないことができる。 

一 ユニット 

二 浴室 

三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室または洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上

必要な設備 

４ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、入居者への

サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とする

ことができる。 

５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老

人ホームの設備の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保

するために必要な事項を定めること。 

ロ 条例第四十三条において準用する条例第九条第

二項に規定する訓練については、同条第一項に規定

する計画に従い、昼間および夜間において行うこ

と。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 

２ 条例第三十六条第二項の規則で定める要件は、次の各

号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

３ 条例第三十六条第五項に規定する規則で定める基準

は、次のとおりとする。 

(3) 入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのあ

る日常生活を楽しむことができるよう、他のユニット

の入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりす

ることのできる場所を設けることが望ましい。 

(4) ユニット（基準規則第１０条第３項第１号） 

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅にお

ける生活に近い日常の生活の中でケアを行うという

ユニットケアの特徴を踏まえたものでなければなら

ない 

(5) 居室（基準規則第１０条第３項第１号イ） 

ア 上記(1)のとおりユニットケアには個室が不可欠

なことから、居室の定員は１人とする。ただし、夫

婦で居室を利用する場合などサービスの提供上必

要と認められる場合は、２人部屋とすることができ

る。 

イ 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、

当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設

けなければならない。 

この場合、「当該ユニットの共同生活室に近接し

て一体的に設け」られる居室とは、次の３つをいう。 

(ｱ) 当該共同生活室に隣接している居室 

(ｲ) 当該共同生活室に隣接してはいないが、(ｱ)

の居室と隣接している居室 

(ｳ) その他当該共同生活室に近接して一体的に設

けられている居室（他の共同生活室の(ｱ)および
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一 ユニット 

イ 居室 

⑴ 居室は、いずれかのユニットに属するものと

し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的

に設けること。ただし、一のユニットの入居定員

は、おおむね十人以下としなければならない。 

⑵ 地階に設けてはならないこと。 

⑶ 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たす

こと。 

（i）十・六五平方メートル以上とすること。た

だし、条例第三十六条第四項ただし書の場合に

あっては、二十一・三平方メートル以上とする

こと。 

（ii）ユニットに属さない居室を改修したものに

ついては、入居者同士の視線の遮断の確保を前

提にした上で、居室を隔てる壁について、天井

との間に一定の隙間が生じていても差し支え

ない。 

⑷ 寝台またはこれに代わる設備を備えること。 

⑸ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、

共同生活室または広間に直接面して設けること。 

⑹ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直

接外気に面して開放できるようにすること。 

⑺ 必要に応じて入居者の身の回り品を保管する

ことができる設備を備えること。 

(ｲ)に該当する居室を除く。） 

ウ ユニットの入居定員 

ユニット型特別養護老人ホームは、各ユニットに

おいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な

日常生活を営むことを支援するものであることか

ら、一のユニットの入居定員は、１０人以下とする

ことを原則とする。 

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事

情によりやむを得ない場合であって、各ユニットに

おいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な

日常生活を営むことを支援するのに支障がないと

認められる場合には、入居定員が１０人を超えるユ

ニットも認める。なお、この場合にあっても、次の

２つの要件を満たさなければならない。 

(ｱ) 入居定員が１０人を超えるユニットにあって

は、「おおむね１０人」と言える範囲内の入居定

員であること。 

(ｲ) 入居定員が１０人を超えるユニットの数は、

当該施設の総ユニット数の半数以下であること。 

エ ユニットの入居定員に関する既存施設の特例 

平成１５年４月１日に現に存する特別養護老人

ホーム（建築中のものを含む。）が、その建物を同

日以降に改修してユニットを造る場合にあっては、

施設を新増築したり、改築したりする場合に比べ

て、現にある建物の構造や敷地などの面で、より大
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⑻ ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。 

ロ 共同生活室 

⑴ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で

日常生活を営むための場所としてふさわしい形

状を有すること。 

⑵ 地階に設けてはならないこと。 

⑶ 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに

当該共同生活室が属するユニットの入居定員を

乗じて得た面積以上を標準とすること。 

⑷ 必要な設備および備品を備えること。 

ハ 洗面設備 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ 介護を必要とする者が使用するのに適したも

のとすること。 

ニ 便所 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとと

もに、介護を必要とする者が使用するのに適した

ものとすること。 

二 浴室 

介護を必要とする者が入浴するのに適したものと

すること。 

きな制約が想定されることから、上記ウの(ｲ)の要

件は適用しない。 

また、平成１５年４月１日に現に存する特別養護

老人ホーム（建築中のものを含む。）が同日におい

て現にユニットを有している（建築中のものを含

む。）場合は、当該ユニットについては、上記ウは

適用しない。ただし、当該ユニットが改築されたと

きは、この限りでない。 

オ 居室の床面積等 

ユニット型特別養護老人ホームでは、居宅に近い

居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生

活の中でケアを行うため、入居者は長年使い慣れた

箪笥などの家具を持ち込むことを想定しており、居

室は次のいずれかに分類される。 

(ｱ) ユニット型個室 

床面積は、１０．６５平方メートル以上（居室

内に洗面設備が設けられているときはその面積

を含み、居室内に便所が設けられているときはそ

の面積を除く。）とするとともに、身の回りの品

を保管することができる設備は、必要に応じて備

えれば足りることとする。 

また、入居者へのサービス提供上必要と認めら

れる場合に２人部屋とするときは２１．３平方メ

ートル以上とすること。 

(ｲ) ユニット型準個室 
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三 医務室 

イ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とす

ること。 

ロ 入居者を診療するために必要な医薬品および医

療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を

設けること。 

四 調理室 

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

４ ユニットおよび浴室は、三階以上の階に設けてはなら

ない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設

けられるユニットまたは浴室については、この限りでな

い。 

一 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階に通ずる

特別避難階段を二以上（防災上有効な傾斜路を有する

場合または車いすもしくはストレッチャーで通行する

ために必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設け

る避難階段を有する場合は、一以上）有すること。 

二 三階以上の階にあるユニットまたは浴室およびこれ

らから地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井

の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているこ

と。 

三 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階が耐火構

造の壁または特定防火設備により防災上有効に区画さ

れていること。 

５ 前二項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老

ユニットに属さない居室を改修してユニット

を造る場合であり、床面積は、１０．６５平方メ

ートル以上（居室内に洗面設備が設けられている

ときはその面積を含み、居室内に便所が設けられ

ているときはその面積を除く。）とするとともに、

身の回りの品を保管することができる設備は、必

要に応じて備えれば足りることとする。この場合

にあっては、入居者同士の視線が遮断され、入居

者のプライバシーが十分に確保されていれば、天

井と壁との間に一定の隙間が生じていても差し

支えない。 

壁については、家具等のように可動のもので室

内を区分しただけのものは認められず、可動でな

いものであって、プライバシーの確保のために適

切な素材であることが必要である。 

居室であるためには、一定程度以上の大きさの

窓が必要であることから、多床室を仕切って窓の

ない居室を設けたとしても準個室としては認め

られない。 

また、居室への入口が、複数の居室で共同であ

ったり、カーテンなどで仕切られているに過ぎな

いような場合には、十分なプライバシーが確保さ

れているとはいえず、準個室としては認められな

いものである。 

入居者へのサービス提供上必要と認められる
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人ホームの設備の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 廊下の幅は、一・八メートル（中廊下にあっては、

二・七メートル）以上とすること。ただし、廊下の一

部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑

な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・

五メートル（中廊下にあっては、一・八メートル）以

上とすることができる。 

二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯

を設けること。 

三 廊下および階段には手すりを設けること。 

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

五 ユニットまたは浴室が二階以上の階にある場合は、

一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーター

を設ける場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合に２人部屋とするときは２１．３平方メート

ル以上とすること。 

なお、ユニットに属さない居室を改修してユニ

ットを造る場合に、居室がイの要件を満たしてい

れば、ユニット型個室に分類される。 

(6) 共同生活室（基準規則第１０条第３項第１号ロ） 

ア 共同生活室は、いずれかのユニットに属するもの

とし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常

生活を営むための場所としてふさわしい形状を有

するものでなければならない。このためには、次の

２つの要件を満たす必要がある。 

(ｱ) 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を

通過することなく、施設内の他の場所に移動する

ことができるようになっていること。 

(ｲ) 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行

う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだ

りすることが可能な備品を備えた上で、当該共同

生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が

確保されていること。 

イ 共同生活室の床面積 

共同生活室の床面積について「標準とする」とさ

れている趣旨は、居室の床面積について上記(5)の

オにあるのと同様である。 

ウ 共同生活室には、介護を必要とする者が食事をし

たり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブ
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ル、椅子等の備品を備えなければならない。 

また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を

行うことができるようにする観点から、簡易な流

し・調理設備を設けることが望ましい。 

(7) 洗面設備（基準規則第１０条第３項第１号ハ） 

洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。た

だし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差

し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１

か所に集中して設けるのではなく、２か所以上に分散

して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける

方式と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させて

も差し支えない。 

(8) 便所（基準規則第１０条第３項第１号ニ） 

便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、

共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支

えない。この場合にあっては、共同生活室内の１か所

に集中して設けるのではなく、２か所以上に分散して

設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式

と、共同生活室ごとに設ける方式とを混在させても差

し支えない。 

(9) 浴室（基準規則第１０条第３項第２号） 

浴室は、居室のある階ごとに設けることが望まし

い。 

(10) 廊下（基準規則第１０条第３項第５項第１号） 

ユニット型特別養護老人ホームにあっては、多数の
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 （サービスの取扱方針） 

第三十七条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、そ

の有する能力に応じて、自らの生活様式および生活習慣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入居者や職員が日常的に一度に移動することはない

ことから、廊下の幅の一律の規制を緩和する。 

ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することによ

り、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと

認められる場合」とは、アルコーブを設けることなど

により、入居者、職員等がすれ違う際にも支障が生じ

ない場合を想定している。 

このほか、ユニット型特別養護老人ホームの廊下の

幅については、第２の１の(7)および療養病床等を有

する病院等の療養病床等を平成３０年３月３１日ま

での間に転換する場合は、第２の１の(15)のカを準用

する。この場合において、第２の１の(7)中「静養室」

とあるのは「共同生活室」と読み替えるものとする。 

(11) ユニット型特別養護老人ホームの設備については、

前記の(1)から(10)までによるほか、第２の１の規定

（(7)および(15)を除く。）を準用する。この場合にお

いて、第２の１の(1)中「静養室、食堂、浴室および機

能訓練室」とあるのは「共同生活室および浴室」と、

同(12)中「静養室、食堂」と あるのは「共同生活室」

と、同(13)中「、食堂および機能訓練室」とあるのは

「および共同生活室」と読み替えるものとする。 

 

５ サービスの取扱方針 

(1) 基準条例第３７条第１項は、第３４条第１項の基本

方針を受けて、入居者へのサービスの提供は、入居者
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に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにす

るため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づ

き、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行

うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして

行われなければならない。 

２ 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入

居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができる

よう配慮して行われなければならない。 

３ 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシー

の確保に配慮して行われなければならない。 

４ 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活

を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽

減または悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況

等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者への

サービスの提供に当たって、入居者またはその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう

に説明を行わなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービ

スの提供に当たっては、当該入居者または他の入居者等

の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束

等を行う場合には、その態様および時間、その際の入居

者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が自律的な日常生活を営むことができるよう支援する

ものとして行われなければならないことを規定したも

のである。 

入居者へのサービスの提供に当たっては、入居前の

居宅における生活と入居後の生活が連続したものと

なるよう配慮することが必要であり、このため職員

は、 一人一人の入居者について、個性、心身の状況、

入居に至るまでの生活歴とその中で培われてきた生

活様式や生活習慣を具体的に把握した上で、その日常

生活上の活動を適切に援助しなければならない。 

なお、こうしたことから明らかなように、入居者の

意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常生活動作

にない動作を通じた機能訓練など、家庭の中では通常

行われないことを行うのは、サービスとして適当でな

い。 

(2) 基準条例第３７条第２項は、第３４条第１項の基本

方針を受けて、入居者へのサービスの提供は、入居者

がユニットにおいて相互に社会的関係を築くことがで

きるよう、それぞれ役割を持って生活を営めるように

配慮して行われなければならないことを規定したもの

である。 

このため職員は、入居者相互の信頼関係が醸成され

るよう配慮することが必要であるが、同時に、入居者

が他の入居者の生活に過度に干渉し、自律的な生活を

損なうことのないようにすることにも配慮が必要で
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なければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供する

サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなけれ

ばならない。 

 

 （介護） 

第三十八条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に

社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援

するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術を

もって行われなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活

における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、

それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければ

ならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清

潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよ

う、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しな

ければならない。ただし、やむを得ない場合には、清し

きを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることが

できる。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状

況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について

必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざ

るを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある。 

 

 

 

 

６ 介護 

(1) 基準条例第３８条第１項は、介護が、第３７条第１

項および第２項のサービスの取扱方針を受けた適切な

技術をもって行われなければならないことを規定した

ものである。 

自律的な日常生活を営むことを支援するという点

では、入居者の日常生活上の活動への援助が過剰なも

のとなることのないよう留意する必要がある。 

  また、入居者が相互に社会的関係を築くことを支援

するという点では、単に入居者が家事の中で役割を持

つことを支援するにとどまらず、例えば、入居者相互

の間で、頼り、頼られるといった精神的な面での役割

が生まれることを支援することにも留意する必要があ

る。 

(2) 基準条例第３８条第２項の「日常生活における家

事」には、食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清

掃やゴミ出しなど、多様なものが考えられる。 

(3) 基準条例第３８条第３項は、入浴が、単に身体の清

潔を維持するだけでなく、入居者が精神的に快適な生

活を営む上でも重要なものであることから、こうした
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そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しない

よう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するた

めの体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定する

もののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常

生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、常時一人以上の常

勤の介護職員を介護に従事させなければならない。 

９ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、そ

の負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職

員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 

 （食事） 

第三十九条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養なら

びに入居者の心身の状況および嗜好を考慮した食事を提

供しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状

況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必

要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣

を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居

者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を

摂ることができるよう必要な時間を確保しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点に照らして「適切な方法により」これを行うこと

とするとともに、同様の観点から、一律の入浴回数を

設けるのではなく、個浴の実施など入居者の意向に応

じることができるだけの入浴機会を設けなければなら

ないことを規定したものである。 

(4) ユニット型特別養護老人ホームにおける介護につ

いては、上記の(1)から(3)までによるほか、第４の４

の(3)から(7)までを準用する。この場合において、第

４の４の(7)中「同条第７項」とあるのは「第３８条第

８項」と読み替えるものとする。 

 

 

 

７ 食事 

(1) 基準条例第３９条第３項は、第３７条第１項のサー

ビスの取扱方針を受けて、食事は、入居者の生活習慣

を尊重した適切な時間に提供しなければならないこ

と、また、施設側の都合で急かしたりすることなく、

入居者が自分のペースで食事を摂ることができるよう

十分な時間を確保しなければならないことを規定した

ものである。 

(2) 基準条例第３９条第４項は、第３４条第１項の基本

方針を受けて、入居者の意思を尊重し、また、その心

身の状況に配慮した上で、できる限り離床し、共同生

活室で食事を摂ることができるよう支援しなければな
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４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社

会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつ

つ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなけ

ればならない。 

 

 

 

 （社会生活上の便宜の提供等） 

第四十条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の嗜

好に応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の機会を提

供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を

支援しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活

を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、そ

の者またはその家族が行うことが困難である場合は、そ

の者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族

との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等

の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機

会を確保するよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らないことを規定したものである。 

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制すること

はあってはならないので、十分留意する必要がある。 

(3) ユニット型特別養護老人ホームにおける食事につ

いては、上記の(1)および(2)によるほか、第４の５の

(1)から(7)までを準用する。 

 

８ 社会生活上の便宜の提供等 

(1) 基準条例第４０条第１項は、第３７条第１項のサー

ビスの取扱方針を受けて、入居者一人一人の嗜好を把

握した上で、それに応じた趣味、教養または娯楽に係

る活動の機会を提供するとともに、同好会やクラブ活

動などを含め、入居者が自律的に行うこれらの活動を

支援しなければならないことを規定したものである。 

(2) ユニット型特別養護老人ホームの居室は、家族や友

人が来訪・宿泊して入居者と交流するのに適した個室

であることから、これらの者ができる限り気軽に来

訪・宿泊することができるよう配慮しなければならな

い。 

(3) ユニット型特別養護老人ホームにおける社会生活

上の便宜の提供等については、上記の(1)および(2)に

よるほか、第４の７の(2)から(4)までを準用する。こ

の場合において、第４の７の(2)中「同条第２項」とあ

るのは「第４０条第２項」と、同(3)中「同条第３項」

とあるのは「第４０条第３項」 と、同(4)中「同条第
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 （勤務体制の確保等） 

第四十一条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に

対し、適切なサービスを提供することができるよう、職

員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居

者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性

を重視したサービスの提供に配慮する観点から、規則で

定める基準に基づき職員を配置しなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特

別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなけ

ればならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直

接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その

資質の向上のための研修の機会を確保しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型特別養護老人ホームの職員の配置） 

第十一条 条例第四十一条第二項に規定する規則で定める

基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介

護職員または看護職員を配置すること。 

二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人

以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤

務に従事する職員として配置すること。 

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４項」とあるのは「第４０条第４項」と読み替えるも

のとする。 

 

９ 勤務体制の確保等 

(1) 基準条例第４１条第２項は、第３７条第１項のサー

ビスの取扱方針を受けて、職員の勤務体制を定めるに

当たっては、継続性を重視したサービスの提供に配慮

しなければならないことを規定したものである。 

これは、職員が、一人一人の入居者について、個性、

心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、そ

の日常生活上の活動を適切に援助するためには、いわ

ゆる「馴染みの関係」が求められることによるもので

ある。 

(2) ユニット型特別養護老人ホームにおいて配置を義

務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリ

ーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研

修を受講した職員（以下「研修受講者」という。）を各

施設（一部ユニット型の施設も含む。）に２名以上配置

する（ただし、２ユニット以下の施設の場合には、１

名でよいこととする。）ほか、研修受講者が配置されて

いるユニット以外のユニットでは、ユニットにおける

ケアに責任を持つ（研修受講者でなくても構わない。）

職員を決めてもらうことで足りるものとする。 

この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリー

ダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達
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するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上

の中核となることが求められる。 

また、ユニットリーダーについて必要とされる研修

受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研

修受講者であって、研修を受講していないユニットリ

ーダーに対して研修で得た知識等を伝達するととも

に、ユニットケアに関して指導および助言を行うこと

ができる者を含めて差し支えない。 

  ユニット型特別養護老人ホーム（以下(2)において

「ユニット型施設」という。）とユニット型の指定短期

入所生活介護事業所（以下(2)において「ユニット型事

業所」という。）が併設されている場合には、研修受講

者をそれぞれに２名以上配置する必要はなく、ユニッ

ト型施設および併設するユニット型事業所を一体のも

のとみなして、合計２名以上の研修受講者が配置され

ていればよいこととする（ただし、ユニット型施設お

よび併設するユニット型事業所のユニット数の合計が

２ユニット以下のときには、１名でよいこととする。）。 

  また、この当面の基準にかかわらず、多くの職員に

ついて研修を受講していただくよう配慮をお願いした

い。 

(3) ユニット型特別養護老人ホームにおける勤務体制

の確保等については、上記の(1)および(2)によるほか、

第４の１１を準用する。この場合において、 第４の１

１中「第２５条」とあるのは「第４１条」と、同(3)
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 （定員の遵守） 

第四十二条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニット

ごとの入居定員および居室の定員を超えて入居させては

ならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情があ

る場合は、この限りでない。 

 

 （準用） 

第四十三条 第四条から第七条まで、第九条、第十条、第

十三条から第十五条まで、第十九条、第二十一条から第

二十四条までおよび第二十七条から第三十二条までの規

定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。

この場合において、第二十四条第二項中「第八条から第

十条までおよび第十三条から第三十二条まで」とあるの

は「第三十五条および第三十七条から第四十二条までな

らびに第四十三条において準用する第九条、第十条、第

十三条から第十五条まで、第十九条、第二十一条から第

二十四条までおよび第二十七条から第三十二条まで」と

読み替えるものとする。 

 

第四章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針ならび

に設備および運営に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第十二条 第二条、第四条、第七条および第八条の規定は、

ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この

場合において、第四条第三号中「第十六条第五項」とあ

るのは「第三十七条第七項」と、同条第四号中「第三十

条第二項」とあるのは「第四十三条において準用する条

例第三十条第二項」と、同条第五号中「第三十二条第三

項」とあるのは「第四十三条において準用する条例第三

十二条第三項」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

中「同条第２項」とあるのは「同条第３項」と、同(4)

中「同条第３項」とあるのは「同条第４項」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

10 準用 

基準条例第４３条の規定により、第４条から第７条ま

で、第９条、第１０条、第１３条から第１５条まで、第

１９条、第２１条から第２４条までおよび第２７条から

第３２条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホーム

について準用されるものであるため、第１の２から５ま

でおよび７から９まで、ならびに第４の１、 ２（(2)を

除く。）、６、８から１０までおよび１２から１７までを

参照すること。 

 

 

 

 

第６ 地域密着型特別養護老人ホーム 
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 （この章の趣旨） 

第四十四条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別

養護老人ホーム（入所定員が二十九人以下の特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）の基本方針ならびに設備お

よび運営に関する基準については、この章に定めるとこ

ろによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第４章の趣旨 

(1) 「地域密着型」の特別養護老人ホームは、小規模で

より地域に密着した居住環境の下でケアを行うことに

特徴があり、これまでの特別養護老人ホームとは一部

異なることから、その設備および運営に関する基準に

ついては、第４章の定めるところによるものである。 

(2) 地域密着型特別養護老人ホームの形態は、次のよう

なものが考えられる。 

ア 単独の小規模の特別養護老人ホーム 

イ 本体施設のあるサテライト型居住施設 

ウ 指定居宅サービス事業所（指定通所介護事業所、

指定短期入所生活介護事業所等）や指定地域密着型

サービス事業所（指定小規模多機能型居宅介護事業

所等）と併設された小規模の特別養護老人ホーム 

これらの形態を組み合わせると、本体施設＋地域密

着型特別養護老人ホーム（サテライト型居住施設）＋

併設事業所といった事業形態も可能である。 

(3) サテライト型居住施設とは、本体施設と密接な連携

を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地

域密着型特別養護老人ホームをいう。また、本体施設

とは、サテライト型居住施設と同じ法人により設置さ

れ、当該施設に対する支援機能を有する特別養護老人

ホーム、介護老人保健施設または病院もしくは診療所

をいう。 
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 （設備） 

第四十五条 地域密着型特別養護老人ホームの建物（入所

者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は、耐火建築物でなければならない。ただし、規則で定

める建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特

別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の

安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築

物または準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げ

る設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉

施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別

養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる

場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の

各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

一 居室 

二 静養室 

三 食堂 

 

 

 

 

 

 （地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準） 

第十三条 条例第四十五条第一項ただし書の規則で定める

建物は、二階建てまたは平屋建ての地域密着型特別養護

老人ホームの建物であって、次のいずれかの要件を満た

すものとする。 

一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていない

こと。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を

管轄する消防長または消防署長と相談の上、条例第

四十九条において準用する条例第九条第一項に規

定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保

するために必要な事項を定めること。 

ロ 条例第四十九条において準用する条例第九条第

二項に規定する訓練については、同条第一項に規定

する計画に従い、昼間および夜間において行うこ

と。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

また、サテライト型居住施設を設置する場合、各都

道府県が介護保険事業支援計画において定める必要

利用定員総数の範囲内であれば、本体施設の定員を減

らす必要はない。 

 

２ 設備の基準（基準条例第４５条） 

(1) 基準規則第１３条第５項第１号は、地域密着型特別

養護老人ホームにあっては入所者や職員が少数である

ことから、廊下幅の一律の規制を緩和したものである。 

ここでいう「廊下の一部の幅を拡張すること等によ

り、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと

認められるとき」とは、アルコーブを設けることなど

により、入所者、職員等がすれ違う際にも支障が生じ

ない場合を想定している。 

また、「これによらないことができる。」とは、建築

基準法等他の法令の基準を満たす範囲内である必要

がある。 

このほか、地域密着型特別養護老人ホームの廊下の

幅については、第２の１の(7)および療養病床等を有

する病院等の療養病床等を平成３０年３月３１日ま

での間に転換する場合は、第２の１の(15)のカを準用

する。 

(2) 基準規則第１３条第６項で定める「密接な連携を確

保できる範囲内」とは、通常の交通手段を利用して、

おおむね２０分以内で移動できることを目安とする。 
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四 浴室 

五 洗面設備 

六 便所 

七 医務室 

八 調理室 

九 介護職員室 

十 看護職員室 

十一 機能訓練室 

十二 面談室 

十三 洗濯室または洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営

上必要な設備 

４ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、地域の実情

等を踏まえ、知事が必要と認める場合は、二人以上四人

以下とすることができる。 

５ 前項ただし書の場合においては、入所者のプライバシ

ーの確保に配慮しなければならない。 

６ 前三項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老

人ホームの設備の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

と。 

２ 条例第四十五条第二項の規則で定める要件は、次の各

号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

３ 条例第四十五条第六項に規定する規則で定める基準

は、次のとおりとする。 

一 居室 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メー

トル以上とすること。 

ハ 寝台またはこれに代わる設備を備えること。 

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下また

は広間に直接面して設けること。 

ホ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接

(3) 療養病床等を有する病院等の療養病床等を平成３

０年３月３１日までの間に転換する場合における食堂

および機能訓練室については、第２の１の(15)のエお

よびオを準用する。なお、第２の１の(15)のエおよび

オ(ｲ)について、当該転換を行って開設する特別養護老

人ホームがサテライト型居住施設の場合にあっては、

機能訓練室は、本体施設における機能訓練室を利用す

れば足りることとする。 

(4) 地域密着型特別養護老人ホームにおける設備の基

準については、前記の(1)から(3)によるほか、第２の

１（(7)および(15)を除く。）を準用する。この場合に

おいて、第２の１中「基準条例第１１条」とあるのは

「基準条例第４５条」と「基準規則第５条」とあるの

は「基準規則第１３条」と読み替えるものとする。 
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外気に面して開放できるようにすること。 

ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設

備を備えること。 

ト ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。 

二 静養室 

イ 介護職員室または看護職員室に近接して設ける

こと。 

ロ イに定めるもののほか、前号イおよびハからトま

でに定めるところによること。 

三 浴室 

介護を必要とする者が入浴するのに適したものと

すること。 

四 洗面設備 

イ 居室のある階ごとに設けること。 

ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したもの

とすること。 

五 便所 

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

ロ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるととも

に、介護を必要とする者が使用するのに適したもの

とすること。 

六 医務室 

医療法第一条の五第二項に規定する診療所とする

こととし、入所者を診療するために必要な医薬品お

よび医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査
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設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老

人ホームであるサテライト型居住施設については

医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要

な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じ

て臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 

七 調理室 

イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

ロ サテライト型居住施設の調理室については、本体

施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段に

ついて衛生上適切な措置がなされているときは、簡

易な調理設備を設けることで足りるものとする。 

八 介護職員室 

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

ロ 必要な備品を備えること。 

九 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。

ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合にお

いて、当該食事の提供または機能訓練に支障がない

広さを確保することができるときは、同一の場所と

することができる。 

ロ 必要な備品を備えること。 

４ 居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。

ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられ
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る居室、静養室等については、この限りでない。 

一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別

避難階段を二以上（防災上有効な傾斜路を有する場合

または車いすもしくはストレッチャーで通行するため

に必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設ける避

難階段を有する場合は、一以上）有すること。 

二 三階以上の階にある居室、静養室等およびこれから

地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井の室内

に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の

壁または特定防火設備により防災上有効に区画されて

いること。 

５ 前二項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老

人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。 

一 廊下の幅は、一・五メートル（中廊下にあっては、

一・八メートル）以上とすること。ただし、廊下の一

部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円

滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これ

によらないことができる。 

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

三 廊下および階段には、手すりを設けること。 

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以

上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設

ける場合は、この限りでない。 
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 （職員） 

第四十六条 地域密着型特別養護老人ホームには、次に掲

げる職員を置かなければならない。 

一 施設長 

二 医師 

三 生活相談員 

四 介護職員または看護職員 

五 栄養士 

六 機能訓練指導員 

七 調理員、事務員その他の職員 

２ 前項各号に掲げる職員の配置の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両

施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければなら

ない。 

 

 

 

 

 （地域密着型特別養護老人ホームの職員の配置の基準） 

第十四条 条例第四十六条第二項に規定する規則で定める

基準は、員数が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める数であることとする。 

一 施設長 一 

二 医師 入所者に対し健康管理および療養上の指導を

行うために必要な数 

三 生活相談員 一以上 

四 介護職員または看護職員 

イ 介護職員および看護職員の総数は、常勤換算方法

で、入所者の数が三またはその端数を増すごとに一

以上とすること。 

ロ 看護職員の数は、一以上とすること。 

五 栄養士 一以上 

六 機能訓練指導員 一以上 

七 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別

養護老人ホームの実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、

 

 

 

 

 

 

 

３ 職員数 

(1) 職員については、適切な地域密着型特別養護老人ホ

ームの運営が確保されるよう、基準規則第１４条に定

めるところにより、それぞれ必要な職員数を確保する

こと。 

(2) サテライト型居住施設の生活相談員および看護職

員は、常勤換算方法で１以上の基準を満たしていれば

非常勤の者であっても差し支えない。 

(3) サテライト型居住施設は、本体施設との密接な連携

が図られるものであることを前提として人員基準の緩

和を認めており、本体施設の職員によりサテライト型

居住施設の入所者に対する処遇等が適切に行われるこ

とを要件として、次に掲げるサテライト型居住施設の

職員については以下の基準によるものとする。 

ア 医師については、本体施設の医師が入所者全員の

病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ

場合であって、本体施設の入所者または入院患者お

よびサテライト型居住施設の入所者の処遇が適切
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新規設置または再開の場合は、推定数による。 

３ 第一項、第六項および第八項の常勤換算方法とは、当

該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着

型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき

時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方

法をいう。 

４ 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならな

い。 

５ 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住

施設の医師については、本体施設の医師により当該サテ

ライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われる

と認められるときは、これを置かないことができる。 

６ 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければな

らない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常

勤換算方法で一以上とする。 

７ 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の

者でなければならない。 

８ 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の

者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設

にあっては、常勤換算方法で一以上とする。 

９ 第一項第三号および第五号から第七号までの規定にか

かわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、

機能訓練指導員または調理員、事務員その他の職員につ

いては、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテ

に行われると認められるときは、これを置かないこ

とができる。 

イ 生活相談員については、本体施設（介護老人保健

施設に限る。）の支援相談員によるサービス提供が、

本体施設およびサテライト型居住施設の入所者に

適切に行われると認められるときは、これを置かな

いことができる。また、本体施設が指定介護老人福

祉施設の場合にあっては、(2)によるものとする。 

ウ 栄養士については、本体施設（診療所を除く。）

の栄養士によるサービス提供が、本体施設の入所者

または入院患者およびサテライト型居住施設の入

所者に適切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

エ 機能訓練指導員については、本体施設（特別養護

老人ホームまたは介護老人保健施設に限る。）の機

能訓練指導員または理学療法士もしくは作業療法

士によるサービス提供が、本体施設およびサテライ

ト型居住施設の入所者に適切に行われると認めら

れるときは、これを置かないことができる。 

オ 調理員、事務員その他の職員については、本体施

設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設または

診療所に限る。）の調理員、事務員その他の職員、

調理員、事務員その他の従業者または事務員その他

の従業者によるサービス提供が、本体施設の入所者

または入院患者およびサテライト型居住施設の入
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ライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われている

と認められるときは、これを置かないことができる。 

一 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員また

は調理員、事務員その他の職員 

二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法

士もしくは作業療法士または調理員、事務員その他の

職員 

三 病院 栄養士（病床数百以上の病院の場合に限る。） 

四 診療所 事務員その他の職員 

１０ 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型

特別養護老人ホームの他の職務に従事することができ

る。 

１１ 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型

サービス基準」という。）第六十三条第一項に規定する指

定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サー

ビス基準第百七十一条第一項に規定する指定複合型サー

ビス事業所または指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下

「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第四

十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所者に適切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

(4) 基準規則第１４条第１１項は、指定小規模多機能型

居宅介護事業所と地域密着型特別養護老人ホーム双方

に、それぞれの人員に関する基準を満たす職員を置い

ているときは、職員はそれぞれの事業所の業務に従事

できるということであり、地域密着型特別養護老人ホ

ームに移行してからもなじみの関係を保てるよう、指

定小規模多機能型居宅介護事業所と当該地域密着型特

別養護老人ホームは、人員としては一体のものとして、

運営することを認めたものである。 
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 （介護） 

第四十七条 介護は、入所者の自立の支援および日常生活

の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適

切な技術をもって行われなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、

適切な方法により、入所者を入浴させ、または清しきし

なければならない。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、そ

の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自

立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざ

るを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければな

らない。 

５ 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しない

所等」という。）が併設される場合においては、当該地域

密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置

の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六

十三条もしくは第百七十一条または指定地域密着型介護

予防サービス基準第四十四条に規定する人員に関する基

準に相当する市町の条例で定める基準を満たす職員が置

かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホーム

の職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の

職務に従事することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 介護 

(1) 基準条例第４７条第７項の規定は、常時１人以上の

介護職員を従事させればよいこととしたものであり、

非常勤の介護職員でも差し支えない。 

(2) 地域密着型特別養護老人ホームにおける介護につ

いては、前記の(1)によるほか、第４の４の(1)から(6)

までを準用する。この場合において、第４の４中「第

１７条」とあるのは「第４７条」と読み替えるものと

する。 
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よう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するた

めの体制を整備しなければならない。 

６ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前

各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介

護を適切に行わなければならない。 

７ 地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介

護職員を介護に従事させなければならない。 

８ 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、そ

の負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職

員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

 

 （地域との連携等） 

第四十八条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営

に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表

者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町

の職員または当該地域密着型特別養護老人ホームが所在

する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一

項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型

特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構

成される協議会（以下「運営推進会議」という。）を設置

し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動

状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を

設けなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地域との連携等 

(1) 基準条例第４８条第１項に定める運営推進会議は、

地域密着型特別養護老人ホームが、入所者、市町村職

員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービ

ス内容等を明らかにすることにより、事業所による入

所者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービ

スとすることで、サービスの質の確保を図ることを目

的として設置するものであり、地域密着型特別養護老

人ホームが自ら設置すべきものである。 

この運営推進会議は、地域密着型特別養護老人ホー

ムの認可申請時には、既に設置されているか、確実な

設置が見込まれることが必要となるものである。 

また、地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生

委員、老人クラブの代表等が考えられる。 
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要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該

記録を公表するものとする。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっ

ては、地域住民またはその自発的な活動等との連携およ

び協力を行う等の地域との交流を図らなければならな

い。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっ

ては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情

に関して、市町村等が派遣する者が相談および援助を行

う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第四十九条 第三条から第十条まで、第十三条から第十六

条まで、第十八条から第三十条までおよび第三十二条の

規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において、第二十四条第二項中「第八条か

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第十五条 第二条から第四条まで、第七条および第八条の

規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において、第四条第三号中「第十六条第五

項」とあるのは「第四十九条において準用する条例第十

なお、地域密着型特別養護老人ホームと指定小規模

多機能型居宅介護事業所等を併設している場合にお

いては、１つの運営推進会議において、両事業所の評

価等を行うことで差し支えない。 

(2) 運営推進会議における報告等の記録は、２年間保存

しなければならない。 

(3) 基準条例第４８条第３項は、地域密着型特別養護老

人ホームの運営が地域に開かれたものとして行われる

よう、地域密着型特別養護老人ホームは、地域の住民

やボランティア団体等との連携および協力を行う等の

地域との交流に努めなければならないこととしたもの

である。 

(4) 同条第４項は、基準条例第３条第４項の趣旨に基づ

き、介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる

等、市町村との密接な連携に努めることを規定したも

のである。なお、「市町村が実施する事業」には、介護

相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦

人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業

が含まれるものである。 

 

６ 準用 

基準条例第４９条の規定により、第３条から第１０条

まで、第１３条から第１６条まで、第１８条から第３０

条までおよび第３２条の規定は、地域密着型特別養護老

人ホームについて準用されるものであるため、第１の１
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ら第十条までおよび第十三条から第三十二条まで」とあ

るのは「第四十七条および第四十八条ならびに第四十九

条において準用する第八条から第十条まで、第十三条か

ら第十六条まで、第十八条から第三十条までおよび第三

十二条」と読み替えるものとする。 

 

第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本

方針ならびに設備および運営に関する基準 

 

 （この章の趣旨） 

第五十条 前三章（第四十六条を除く。）の規定にかかわら

ず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（施設の

全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営ま

れ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老

人ホームをいう。以下同じ。）の基本方針ならびに設備お

よび運営に関する基準については、この章に定めるとこ

ろによる。 

 

 （設備） 

第五十一条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの

建物（入居者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は、耐火建築物でなければならない。ただし、

規則で定める建物にあっては、準耐火建築物とすること

ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

六条第五項」と、同条第四号中「第三十条第二項」とあ

るのは「第四十九条において準用する条例第三十条第二

項」と、同条第五号中「第三十二条第三項」とあるのは

「第四十九条において準用する条例第三十二条第三項」

と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基

準） 

第十六条 条例第五十一条第一項ただし書の規則で定める

建物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型地域密着

型特別養護老人ホームの建物であって、次のいずれかの

要件を満たすものとする。 

一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていない

こと。 

から９まで、ならびに第４の１から３まで、５から１５

までおよび１７を参照すること。 

 

 

 

 

第７ ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 

 

 

１ 第５章の趣旨 

「ユニット型」の地域密着型特別養護老人ホームは、

小規模でより地域に密着した居住環境の下で、居宅にお

ける生活に近い日常の生活の中でケアを行うことに特徴

があり、これまでのユニット型特別養護老人ホームとは

一部異なることから、その設備および運営に関する基準

については、第５章の定めるところによるものである。 

 

 

２ 設備 

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおける設

備については、第２の１（(7)および(15)を除く。）、第５

の４および第６の２（(3)を除く。）を準用する。 
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動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地

域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係

る入居者の安全性が確保されているものと認めたとき

は、耐火建築物または準耐火建築物とすることを要しな

い。 

３ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の

各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他

の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニ

ット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を

期待することができる場合であって、入居者へのサービ

スの提供に支障がないときは、次の各号（第一号を除く。）

に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

一 ユニット 

二 浴室 

三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室または洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上

必要な設備 

４ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、入居者への

サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とする

ことができる。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム

の所在地を管轄する消防長または消防署長と相談

の上、条例第五十三条において準用する条例第九条

第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な

避難を確保するために必要な事項を定めること。 

ロ 条例第五十三条において準用する条例第九条第

二項に規定する訓練については、同条第一項に規定

する計画に従い、昼間および夜間において行うこ

と。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 

２ 条例第五十一条第二項の規則で定める要件は、次の各

号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な
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５ 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型

特別養護老人ホームの設備の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

３ 条例第五十一条第五項に規定する規則で定める基準

は、次のとおりとする。 

一 ユニット 

イ 居室 

⑴ 居室は、いずれかのユニットに属するものと

し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的

に設けること。ただし、一のユニットの入居定員

は、おおむね十人以下としなければならない。 

⑵ 地階に設けてはならないこと。 

⑶ 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たす

こと。 

（i）十・六五平方メートル以上とすること。た

だし、条例第五十一条第四項ただし書の場合に

あっては、二十一・三平方メートル以上とする

こと。 

（ii）ユニットに属さない居室を改修したものに

ついては、入居者同士の視線の遮断の確保を前

提にした上で、居室を隔てる壁について、天井

との間に一定の隙間が生じていても差し支え

ない。 

⑷ 寝台またはこれに代わる設備を備えること。 

⑸ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、
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共同生活室または広間に直接面して設けること。 

⑹ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直

接外気に面して開放できるようにすること。 

⑺ 必要に応じて入居者の身の回り品を保管する

ことができる設備を備えること。 

⑻ ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。 

ロ 共同生活室 

⑴ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で

日常生活を営むための場所としてふさわしい形

状を有すること。 

⑵ 地階に設けてはならないこと。 

⑶ 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに

当該共同生活室が属するユニットの入居定員を

乗じて得た面積以上を標準とすること。 

⑷ 必要な設備および備品を備えること。 

ハ 洗面設備 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ 介護を必要とする者が使用するのに適したも

のとすること。 

ニ 便所 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとと
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もに、介護を必要とする者が使用するのに適した

ものとすること。 

二 浴室 

介護を必要とする者が入浴するのに適したものと

すること。 

三 医務室 

医療法第一条の五第二項に規定する診療所とする

こととし、入居者を診療するために必要な医薬品お

よび医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査

設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老

人ホームであるサテライト型居住施設については

医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要

な医薬品および医療機器を備えるほか、必要に応じ

て臨床検査設備を設けることで足りるものとする。 

四 調理室 

イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

ロ サテライト型居住施設の調理室については、本体

施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段に

ついて衛生上適切な措置がなされているときは、簡

易な調理設備を設けることで足りるものとする。 

４ ユニットおよび浴室は、三階以上の階に設けてはなら

ない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設

けられるユニットまたは浴室については、この限りでな

い。 

一 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階に通ずる
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特別避難階段を二以上（防災上有効な傾斜路を有する

場合または車いすもしくはストレッチャーで通行する

ために必要な幅を有するバルコニーおよび屋外に設け

る避難階段を有する場合は、一以上）有すること。 

二 三階以上の階にあるユニットまたは浴室およびこれ

らから地上に通ずる廊下その他の通路の壁および天井

の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているこ

と。 

三 ユニットまたは浴室のある三階以上の各階が耐火構

造の壁または特定防火設備により防災上有効に区画さ

れていること。 

５ 前二項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型

特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところ

による。 

一 廊下の幅は、一・五メートル（中廊下にあっては、

一・八メートル）以上とすること。ただし、廊下の一

部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円

滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これ

によらないことができる。 

二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯

を設けること。 

三 廊下および階段には手すりを設けること。 

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

五 ユニットまたは浴室が二階以上の階にある場合は、

一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーター
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 （介護） 

第五十二条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に

社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援

するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術を

もって行われなければならない。 

２ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者

の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況

等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支

援しなければならない。 

３ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者

が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むこと

ができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会

を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合

には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代

えることができる。 

４ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者

の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自

を設ける場合は、この限りでない。 

６ 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両

施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 介護 

(1) 基準条例第５２条第８項の規定は、常時１人以上の

介護職員を従事させればよいこととしたものであり、

非常勤の介護職員でも差し支えない。 

(2) ユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおけ

る介護については、前記の(1)によるほか、第４の４の

(3)から(6)までを準用する。 
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立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつ

を使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立

を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければなら

ない。 

６ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が

発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を

予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項

に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整

容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな

い。 

８ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時一

人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

９ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者

に対し、その負担により、当該ユニット型地域密着型特

別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせ

てはならない。 

 

 （準用） 

第五十三条 第四条から第七条まで、第九条、第十条、第

十三条から第十五条まで、第十九条、第二十一条から第

二十四条まで、第二十七条から第三十条まで、第三十二

条、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条

から第四十二条までおよび第四十八条の規定は、ユニッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第十七条 第二条、第四条、第七条から第九条までおよび

第十一条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人

ホームについて準用する。この場合において、第四条第

三号中「第十六条第五項」とあるのは「第五十三条にお

いて準用する条例第三十七条第七項」と、同条第四号中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 準用 

基準条例第５３条の規定により、第４条から第７条ま

で、第９条、第１０条、第１３条から第１５条まで、第

１９条、第２１条から第２４条まで、第２７条から第３

０条まで、第３２条、第３４条、第３５条、第３７条、

第３９条から第４２条までおよび第４８条の規定は、ユ
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ト型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。

この場合において、第二十四条第二項中「第八条から第

十条までおよび第十三条から第三十二条まで」とあるの

は「第五十二条ならびに第五十三条において準用する第

九条、第十条、第十三条から第十五条まで、第十九条、

第二十一条から第二十四条まで、第二十七条から第三十

条まで、第三十二条、第三十五条、第三十七条、第三十

九条から第四十二条までおよび第四十八条」と読み替え

るものとする。 

 

第六章 雑則 

 

 （規則への委任） 

第五十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施

行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老

人ホーム（同日前に基本的な設備が完成しているものを

含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された

「第三十条第二項」とあるのは「第五十三条において準

用する条例第三十条第二項」と、同条第五号中「第三十

二条第三項」とあるのは「第五十三条において準用する

条例第三十二条第三項」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老

人ホーム（同日前に基本的な設備が完成しているものを

含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された

ニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用さ

れるものであるため、第１の２から５までおよび７から

９まで、第４の１、２（(2)を除く。）、６、８から１０ま

でおよび１２から１５まで、１７、第５の２、３、５、

７から９までならびに第６の５を参照すること。 
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部分を除く。次項および附則第八項において同じ。）につ

いて第十一条第四項および第四十五条第四項の規定を適

用する場合においては、第十一条第四項および第四十五

条第四項中「一人とする。ただし、地域の実情等を踏ま

え、知事が必要と認める場合は、二人以上四人以下とす

ることができる」とあるのは「原則として四人以下とす

る」とし、第十一条第五項および第四十五条第五項の規

定を適用しない。 

３ 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老

人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改

正する省令（昭和六十二年厚生省令第十二号）附則第四

条第二項（養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準（昭和四十一年厚生省令第十九

号）第二十条の規定に係る部分に限る。）の規定の適用を

受けていたものについて、前項の規定を適用する場合に

おいては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」

とする。 

４ 平成十四年八月七日前から引き続き存する特別養護老

人ホーム（同日以後に建物の規模または構造を変更した

ものを除く。次項において同じ。）は、特別養護老人ホー

ムであってユニット型特別養護老人ホームでないものと

みなす。 

５ 平成十四年八月七日前から引き続き存する特別養護老

人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営

に関する基準の一部を改正する省令（平成十四年厚生労

部分を除く。次項において同じ。）について第五条第三項

および第十三条第三項の規定を適用する場合において

は、第五条第三項第一号ロおよび第十三条第三項第一号

ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等

を除き、四・九五平方メートル」とする。 

３ 平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養護老

人ホームについては、第五条第三項第九号イ（食堂およ

び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。）および

第十三条第三項第九号イ（食堂および機能訓練室の合計

した面積に係る部分に限る。）の規定は、当分の間適用し

ない。 

４ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する

法律（平成十八年法律第八十三号）附則第百三十条の二

第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた

介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第四条

第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この項お

よび附則第六項において同じ。）または療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床または療養病床について平成

三十年三月三十一日までの間に転換（当該病院の一般病

床、精神病床または療養病床の病床数を減少させるとと

もに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホ

ーム（法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。

以下同じ。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入

所または入居させるための施設の用に供することをい

う。）を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場
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働省令第百七号）による改正後の特別養護老人ホームの

設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第四十

六号）第十二条および第三章に規定する基準を満たすも

のが、その旨を知事に申し出た場合には、前項の規定は

適用しない。 

 

 

 

 

 

 

６ 平成十五年四月一日以前に法第十五条の規定により設

置されている特別養護老人ホーム（同日において建築中

のものであって、同月二日以後に同条の規定により設置

されたものを含む。以下「平成十五年前特別養護老人ホ

ーム」という。）であって、指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令（平成二十三年厚生労働省令第百六号）による改正前

の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（以

下この項および次項において「特別養護老人ホーム旧基

準」という。）第四十三条に規定する一部ユニット型特別

養護老人ホームであるもの（平成二十三年九月一日に改

修、改築または増築中の平成十五年前特別養護老人ホー

ム（ユニット型特別養護老人ホームを除く。）であって、

同日以後に特別養護老人ホーム旧基準第四十三条に規定

合において、当該転換に係る食堂および機能訓練室につ

いては、第五条第三項第九号イおよび第十三条第三項第

九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、

四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。

ただし、食事の提供または機能訓練を行う場合において、

当該食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保

することができるときは、同一の場所とすることができ

るものとする。 

５ 一般病床または療養病床を有する診療所の一般病床ま

たは療養病床について平成三十年三月三十一日までの間

に転換（当該診療所の一般病床または療養病床の病床数

を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保

健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者そ

の他の者を入所または入居させるための施設の用に供す

ることをいう。）を行い、特別養護老人ホームを開設しよ

うとする場合において、当該転換に係る食堂および機能

訓練室については、第五条第三項第九号イおよび第十三

条第三項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る基準のいずれかに適合するものとする。 

一 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有

するものとし、その合計した面積は、三平方メートル

に入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、

食事の提供または機能訓練を行う場合において、当該

食事の提供または機能訓練に支障がない広さを確保す
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する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当すること

となるものを含む。次項において「一部ユニット型特別

養護老人ホーム」という。）のうち、介護保険法第四十八

条第一項の指定を受けている介護老人福祉施設であるも

のについては、平成二十三年九月一日以後最初の指定の

更新までの間は、特別養護老人ホーム旧基準第十二条お

よび第四十三条から第五十三条までに規定する基準によ

ることができる。 

７ 平成二十三年九月一日前から引き続き法第十五条の規

定により設置されている地域密着型特別養護老人ホーム

であって、特別養護老人ホーム旧基準第六十四条に規定

する一部ユニット型地域密着型特別養護老人ホームであ

るもの（同日に改修、改築または増築中の地域密着型特

別養護老人ホームであって、同日以後に特別養護老人ホ

ーム旧基準第六十四条に規定する一部ユニット型地域密

着型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含

む。）のうち、介護保険法第四十二条の二の指定を受けて

いる地域密着型介護老人福祉施設であるものについて

は、同日以後最初の指定の更新までの間は、特別養護老

人ホーム旧基準第五十六条および第六十四条から第六十

七条までに規定する基準によることができる。 

８ この条例の施行の際現に存する特別養護老人ホーム

（基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の

施行後に増築され、または全面的に改築された部分を除

く。）（平成十二年四月一日前から引き続き存する特別養

ることができるときは、同一の場所とすることができ

ること。 

二 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面

積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上

の面積を有すること。ただし、食事の提供または機能

訓練を行う場合において、当該食事の提供または機能

訓練に支障がない広さを確保することができるとき

は、同一の場所とすることができること。 

６ 一般病床、精神病床もしくは療養病床を有する病院の

一般病床、精神病床もしくは療養病床または一般病床も

しくは療養病床を有する診療所の一般病床もしくは療養

病床について平成三十年三月三十一日までの間に転換

（当該病院の一般病床、精神病床もしくは療養病床また

は当該診療所の一般病床もしくは療養病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護

老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支

援者その他の者を入所または入居させるための施設の用

に供することをいう。）を行い、特別養護老人ホームを開

設しようとする場合において、第五条第五項第一号、第

十条第五項第一号、第十三条第五項第一号および第十六

条第五項第一号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊

下の幅については、一・二メートル（中廊下にあっては、

一・六メートル）以上とする。 
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護老人ホームを除く。）について第十一条第四項および第

四十五条第四項の規定を適用する場合においては、第十

一条第四項および第四十五条第四項中「一人とする。た

だし、地域の実情等を踏まえ、知事が必要と認める場合

は、二人以上四人以下とすることができる」とあるのは、

「四人以下とする」とし、第十一条第五項および第四十

五条第五項の規定を適用しない。 

 


